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i1論 :i

il脱 :i人
的
会
社
社
員
の
出
資
義
務
と

退
社
員
の
持
分
払
戻

大

塚

児

育E

合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
所
謂
人
的
会
社
の
持
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
現
在
で
は
、
商
法
が
合
名
会
社
の
持
分

と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
に
は
こ
つ
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
学
説
は
大
体
一
致
し
て
い
る
。
第
一
に
、
合
名
会

社
社
員
の
持
分
と
は
社
員
た
る
地
位
そ
れ
自
体
、
す
な
わ
ち
、
社
員
が
社
員
た
る
資
格
に
お
い
て
会
社
に
対
し
て
有
す
る
各
種
の
権
利
義
務
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説

の
発
生
の
基
礎
で
あ
る
会
社
と
社
員
と
の
法
律
関
係
を
意
味
す
る
。
:
:
:
第
二
に
、
合
名
会
社
社
員
の
持
分
と
は
、
社
員
が
会
社
財
産
に
つ

い
て
有
す
る
分
け
前
を
示
す
計
算
上
の
数
額
を
も
意
味
す
る
。
:
:
:
も
っ
と
も
、
上
述
の
二
つ
の
も
の
は
、
た
が
い
に
全
く
無
関
係
の
も
の

3命

で
は
な
く
、
第
一
の
意
味
の
持
分
に
は
常
に
第
二
の
意
味
の
持
分
が
随
伴
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
学
者
が
、
こ
の
こ
と
を
示
す
の
に
、

あ
る
い
は
、
『
同
一
の
関
係
が
法
律
的
に
は
第
一
の
持
分
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
経
済
的
に
は
第
二
の
持
分
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
第

二
の
意
義
に
お
け
る
持
分
は
第
一
の
意
義
に
お
け
る
持
分
の
経
済
的
価
値
を
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
』
(
大
隅
H
今
井
・
上
八

O
)
と
か
、
あ

る
い
は
『
後
の
意
味
の
持
分
は
、
前
の
意
味
の
持
分
、
こ
と
に
そ
の
自
益
権
を
経
済
的
に
評
価
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
』
(
鈴
木
三
三
二
)

と
か
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
趣
旨
に
外
な
ら
な
い
。
」
合
資
会
社
の
持
分
に
つ
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
本
稿
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
第
二

の
意
義
の
持
分
に
よ
り
重
点
を
お
き
つ
つ
、
特
に
商
法
八
九
条
(
お
よ
び
一
四
七
条
)
に
い
う
退
社
員
が
払
戻
を
受
け
る
持
分
を
、
社
員
の

出
資
な
い
し
出
資
義
務
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
述
の
大
体
一
致
し
て
い
る
学
説
に
従
え
ば
、

同
時
に
、
第
一
の
意
義
に
お
け
る
持
分
と
社
員
の
出
資
な
い
し
出
資
義
務
と
の
関
係
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
会
社
財
産
に
対
す
る
社
団
的

権
利
(
抽
象
的
割
前
権
)
と
し
て
の
持
分
は
、
知
何
に
し
て
確
定
せ
ら
る
る
か
。
抽
象
的
出
資
引
受
額
を
基
礎
と
す
る
か
、
或
は
具
体
的
確

定
出
資
額
を
標
準
と
す
べ
き
か
、
更
に
後
者
に
胎
て
も
現
実
払
込
済
出
資
額
の
み
を
考
慮
す
べ
き
か
L

と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ

る

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
通
説
は
、
現
実
の
払
込
の
有
無
は
間
わ
な
い
が
、
具
体
的
確
定
出
資
額
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
、
換
言
す
れ
ば
、

出
資
義
務
に
つ
い
て
定
款
の
定
め
ま
た
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
る
弁
済
期
・
履
行
期
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
別
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場

合
は
、
会
社
の
請
求
に
よ
っ
て
履
行
期
・
弁
済
期
が
到
来
し
て
具
体
的
な
出
資
義
務
と
な
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
社
員
が
不
履
行
で
あ
っ
て
も
、

(
も
ち
ろ
ん
、
不
履
行
分
は
払
戻
分
と
対
応
額
で
相

そ
の
社
員
が
退
社
す
る
と
き
に
は
そ
の
分
に
つ
い
て
も
持
分
の
払
戻
し
は
受
け
う
る
が

殺
さ
れ
る
)
、
会
社
の
請
求
が
な
く
履
行
期
・
弁
済
期
の
到
来
し
て
い
な
い
分
は
、
退
社
持
分
払
戻
の
計
算
上
の
基
礎
と
は
な
ら
な
い
、
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と
す



る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
抽
象
的
な
定
款
記
載
の
出
資
引
受
額
を
基
礎
と
し
て
退
社
員
の
持
分
払
戻
の
基
礎
と
す
べ
し
と
す
る
少
数
説
が
あ
る
。

現
在
の
判
例
も
、
右
通
説
と
同
じ
で
あ
り
、
と
い
う
よ
り
も
通
説
の
内
容
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
最
近
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
も
次

の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
合
資
会
社
の
社
員
の
金
銭
出
資
義
務
は
、
定
款
又
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
そ
の
履
行
期
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

と
き
は
、
会
社
の
請
求
に
よ
り
は
じ
め
て
そ
の
履
行
期
が
到
来
し
、
特
定
額
の
給
付
を
目
的
と
す
る
金
銭
債
務
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
も
の

か
か
る
金
銭
債
務
と
な
る
前
の
出
資
義
務
は
社
員
た
る
地
位
と
終
始
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
社
員
が
退
社
し
て
社

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

員
た
る
地
位
を
喪
失
す
る
と
き
は
、
出
資
義
務
も
消
滅
す
る
に
至
る
し
ι
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
退
社
員
の
合
資
会
社
に
対
す
る
持
分
払

九戻
三請
頁求
参権
照?は
て)成
」立
し
な

と
解
す
<< 
き
で
あ
る

(
大
審
院
昭
和
一
五
年
同
第
六
八
号
同
一
六
年
五
月
一
二
日
判
決
・
民
集
ニ

O
巻
一
二
号
六

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

(
1
)
鴻
常
夫
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω(昭
和
六

O
年
)
二
四
一
頁
以
下
。

(
2
)
鴻
・
前
掲
註

(
1
)
六一ニ

O
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
実
方
正
雄
「
出
資
義
務
と
持
分
払
一
炭
」
法
律
時
報
三

O
巻
一
一
号
四
一
頁
。

(
4
)
松
本
恭
治
・
商
法
判
例
批
評
録
(
大
正
一
二
年
)
三
四
八
夏
、
三
五

O
頁
註
二
、
同
・
日
本
会
社
法
論
(
昭
和
四
年
)
四
九
六
頁
註
四
、
六

O

頁
を
稿
矢
と
す
る
。
通
説
は
、
松
本
説
を
祖
述
す
る
か
、
具
体
的
ケ
ー
ス
へ
の
適
用
結
果
を
論
ず
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
通
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
主
に
松
本
博
士
の
学
説
を
採
り
あ
げ
て
こ
れ
に
対
す
る
批
判
を
試
み
る
。
他

の
学
説
に
つ
い
て
は
、
古
瀬
村
邦
夫
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω三
四

O
頁
以
下
、
林
揚
・
新
版
注
釈
会
社
法
川
六
一
六
頁
以
下
参
照
。

(
5
)
八
木
弘
・
会
社
判
例
百
選
(
新
版
)
(
昭
和
四
五
年
)
二
三
九
頁
、
伊
沢
和
平
・
新
版
注
釈
会
社
法
山
二
一
七
賀
、
二
一
九
頁
。

(6)
最
判
昭
和
六
二
・
一
・
二
二
判
例
時
報
一
一
一
二
三
号
一
三
六
頁
。

(
7
)
こ
の
判
例
の
評
釈
に
は
、
む
し
ろ
結
論
的
に
は
少
数
説
を
支
持
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
川
島
い
づ
み
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
四

O
巻
九
号
六
八
頁

以
下
、
西
脇
敏
男
・
金
融
・
商
事
判
例
七
八

O
号
四
七
頁
以
下
。
通
説
を
支
持
す
る
評
釈
と
し
て
、
岸
田
雅
雄
・
民
商
法
雑
誌
九
七
巻
三
号
一
二

四
頁
以
下
、
古
瀬
村
邦
夫
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一

O
号
昭
和
六
二
年
度
重
要
判
例
解
説
一

O
O頁
以
下
。
古
瀬
村
・
同
所
で
は
、
伊
沢
・
前
掲
註

(
5
)
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説

二
一
九
頁
参
照
と
し
つ
つ
、
「
出
資
義
務
を
履
行
し
な
い
で
退
社
し
た
場
合
で
も
、
余
剰
価
値
の
残
留
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
持
分
払
戻
請
求

権
を
認
め
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
」
と
さ
れ
る
か
ら
、
少
数
説
を
支
持
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
本
判
決
の
担
当
調
査
官

(
と
思
わ
れ
る
)
の
解
説
と
し
て
、
中
田
昭
孝
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
八
号
六
五
頁
が
あ
る
。

論

ハ
門
前
述
第
二
の
意
義
の
持
分
は
、
商
法
の
規
定
の
上
で
は
、
第
一
の
持
分
の
経
済
的
意
義
が
問
題
に
な
る
場
合
に
、
す
な
わ
ち
、
損
益

分
配
の
場
合
(
商
六
八
条
、
民
六
七
四
条
、
商
一
四
七
条
)
、
退
社
員
の
持
分
払
戻
の
場
合
(
商
八
九
条
・
六
八
条
、
民
六
八
一
条
、
商
一
四

七
条
)
、
清
算
に
お
け
る
残
余
財
産
分
配
の
場
合
(
商
一
三
一
条
・
六
八
条
、
民
六
八
八
条
二
項
、
商
一
四
七
条
)
に
、
「
出
資
ノ
価
額
」
と

し
て
基
準
と
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
所
謂
会
社
の
内
部
関
係
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に
任
意
規
定

で
あ
り
、
定
款
で
(
商
八
九
条
但
書
参
照
)
ま
た
は
実
質
的
に
は
そ
れ
と
等
し
い
社
員
聞
の
組
合
契
約
な
い
し
会
社
契
約
を
全
員
で
変
更
す

る
こ
と
に
よ
り
、
右
三
つ
の
場
合
を
共
通
に
「
出
資
ノ
価
額
」
以
外
の
(
た
と
え
ば
頭
割
り
)
の
基
準
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
右
三

つ
の
場
合
に
別
々
の
基
準
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
予
防
法
学
的
見
地
か
ら
は
、
特
に
退
社
員
の
持
分
払
戻
に
関
し
て
は
、
会
社
の
企
業

価
値
の
評
価
が
困
難
な
こ
と
が
多
い
か
ら
、
た
と
え
ば
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
価
額
を
も
っ
て
、
そ
の
と
き
に
配
当
を
受
け
た
割
合
に
よ
っ

て
払
戻
す
、
な
ど
と
定
款
に
定
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

定
款
の
定
め
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
「
出
資
ノ
価
額
」
が
利
益
配
当
、
退
社
員
の
持
分
払
戻
、
残
余
財
産
分
配
の
基
準
と
な

る
。
要
す
る
に
、
「
出
資
ノ
価
額
」
の
解
釈
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
よ
り
単
純
な
少
数
説
を
検
討
し
、
次
で
通
説
の
考
え
方
を
検
討
す

る
こ
と
に
し
よ
う
。

に)

少
数
説
は
、
「
出
資
ノ
価
額
」
と
は
、
定
款
に
記
載
さ
れ
た
社
員
の
出
資
の
「
価
格
」
、
出
資
が
労
務
ま
た
は
信
用
で
あ
れ
ば
「
評
価

北法39(5-6・1'108)1348 



ノ
標
準
L

に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
「
価
額
」
で
あ
る
と
す
る
(
商
六
三
条
五
号
・
一
四
八
条
)
。
出
資
義
務
の
履
行
の
有
無
も
、
履
行
期
の
到
来

の
有
無
も
問
わ
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
通
説
は
「
損
益
の
分
配
お
よ
び
残
余
財
産
の
分
配
の
基
準
と
な
る
出
資
の
価
額
を
も
っ
て
履

行
済
み
な
い
し
は
履
行
期
到
来
後
の
そ
れ
と
解
す
る
が
、
そ
れ
が
文
字
の
解
釈
と
し
て
き
わ
め
て
作
為
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も

履
行
期
前
の
出
資
請
求
権
が
な
に
ゆ
え
に
会
社
財
産
を
構
成
し
な
い
と
す
る
の
か
、
を
疑
う
の
で
あ
る
(
株
金
に
つ
き
分
割
払
込
制
度
が
採

ら
れ
て
い
た
旧
法
上
、
未
払
込
株
金
は
貸
借
対
照
表
上
、
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
た
)
。
社
員
は
ひ
と
し
く
出
資
義
務
を
負
い
、
対
外
的

に
無
限
の
責
任
を
負
担
す
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
財
産
に
つ
き
持
分
な
し
と
す
る
理
由
は
、
考
え
ら
れ
な
一
句
。
」
と
か
、
「
設
立
ま
た
は
入

社
契
約
が
成
立
し
て
い
る
以
上
、
会
社
と
し
て
も
、
そ
の
者
の
出
資
を
予
定
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
大
き
な
事
業
を
行
い
得
た
と
も
考

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

え
ら
れ
る
」
、
「
履
行
期
到
来
前
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
社
員
の
将
来
の
出
資
の
履
行
を
予
定
で
き
る
こ
と
に
よ
り
会
社
に
余
剰
価
値
が
生
じ

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
か
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

少
数
説
の
結
論
は
、
立
法
の
沿
革
か
ら
み
て
、

ま
た
、
民
法
・
商
法
の
条
文
か
ら
み
て
も
正
当
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

社
員
の
出
資
は
、
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
商
六
三
条
五
号
・
一
四
八
条
)
、
合
名
会
社
社
員
に
信
用

の
出
資
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
、
立
法
に
あ
た
り
議
論
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
労
務
、
信
用
を
も
っ
て
出
資
の
目
的
と
し

た
者
が
退
社
す
る
に
あ
た
り
、
別
に
退
社
の
と
き
に
払
戻
す
べ
き
見
積
の
方
法
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
「
評
価
ノ
標
準
」
(
現
商

六
三
条
五
号
)
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
典
調
査
会
商
法
修
正
案
参
考
書
に
は
、
「
定
款
ニ
記
載
ス
ヘ
キ
事

項
ト
シ
テ
規
程
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
抵
ニ
説
明
ヲ
要
ス
ル
ハ
第
五
号
ナ
リ
抑
モ
社
員
ノ
出
資
ハ
会
社
ノ
資
本
ト
為
リ
会
社
ハ
之
ヲ
利
用

シ
テ
事
業
ヲ
営
ム
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
多
数
ハ
会
社
ノ
利
害
ニ
密
接
ノ
関
係
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
シ
又
会
社
解
散
ノ
場
合
ニ
残
余

財
産
ヲ
分
配
ス
ル
ニ
付
キ
テ
モ
皆
之
ヲ
標
準
ト
ス
ル
ヲ
通
例
ト
シ
加
之
ナ
ラ
ス
各
社
員
カ
会
社
ニ
対
ス
ル
義
務
ノ
限
度
モ
出
資
ニ
止
マ
ル
モ

ノ
ト
ス
故
ニ
其
出
資
ノ
種
類
及
ヒ
価
格
文
ハ
評
価
ノ
標
準
ハ
之
ヲ
定
款
ニ
記
載
シ
明
確
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
最
モ
必
要
ナ
ル
カ
為
ナ
リ
」
と
あ
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(
国
}
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そ
し
て
民
法
組
合
の
規
定
で
は
、
各
組
合
員
ノ
出
資
其
他
ノ
組
合
財
産
ハ
総
組
合
員
ノ
共
有
ニ
属
ス
」
(
民
六
六
八
条
)
と
さ
れ
て
い
る
。

講
学
上
は
民
法
六
七
六
条
・
六
七
七
条
を
理
由
と
し
て
、
合
有
と
解
す
る
説
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
と
は
関
係
が
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
各
組
合
員
は
そ
の
出
資
の
額
に
応
じ
た
、
組
合
の
全
体
財
産
に
対
す
る
共
有
持
分
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
的
会
社
は
わ

が
法
制
上
は
法
人
と
さ
れ
る
か
ら
、
社
員
は
出
資
の
額
に
応
じ
た
共
有
持
分
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
権
的
共
有
持
分
権
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
い
え
な
い
が
、
会
社
財
産
全
体
の
上
に
、
抽
象
的
な
割
前
権
と
し
て
の
持
分
が
観
念
で
き
、
こ
れ
が
一
に
述
べ
た
、
第
二
の
意
義
で

の
持
分
に
あ
た
る
も
の
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
①

A
が
四

O
O万
円
の
金
銭
出
資
を
、

B
が
三

O
O万
円
と
評
価
さ
れ
た
現
物
出
資
を
、

C
が
業
務
執
行
社
員
と
し
て
の
労

務
の
出
資
で
評
価
の
標
準
と
し
て
金
銭
出
資
二

O
O万
円
分
と
し
た
出
資
を
、

D
が
信
用
の
出
資
で
評
価
の
標
準
と
し
て
金
銭
出
資
一

0
0

万
円
分
と
し
た
出
資
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
款
に
記
載
し
、
履
行
期
に
つ
い
て
特
に
定
款
の
記
載
も
、
ま
た
総
社
員
の
合
意
も
な
く
、

A
、
B
が

会
社
設
立
に
あ
た
っ
て
そ
の
出
資
義
務
を
履
行
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
立
時
の
持
分
額
は
、

A
に
つ
い
て
は

割

引

出

日

単

世

耕

割

引

割

削

羽

×

(

品

。

ョ

Z
+
g
g
z
)
H砕
×

2
0
2
)
Bに
つ
い
て
は
砂
×

2
2
3
)
Cに
つ
い

て
は
砂
×

2
2湖
沼

)
D
に
つ
い
て
は
叶
×

3
2出
一
」
)
と
な
る
。

②
設
立
時
に
例
え
ば
、

A
は
出
資
義
務
を
履
行
し
て
い
な
く
と
も
、
会
社
に
は

A
に
対
し
て
出
資
請
求
権
が
あ
る
か
ら
、
会
社
財
産
の

総
額
は
変
ら
な
い
か
ら
、
①
と
同
じ
で
あ
る
。

会
社
財
産
の
総
額
が
、
例
え
ば
一
、

0
0
0万
円
に
な
っ
た
と
き
に
、

C
が
退
社
し
た
場
合
の

C
の
払
戻
請
求
額
は
昨
×

(
y
c
c
g

Z
)
で
あ
り
、
会
社
財
産
の
総
額
が
三

O
O万
円
に
な
っ
た
と
き
に

C
が
退
社
し
た
場
合
は
、
払
戻
額
は
掛
×

(ω
き
出
羽
)
と
な
る
。

要
す
る
に
、
会
社
財
産
の
総
額
に
乗
ず
る
べ
き
、

A
1
D
の
割
合
と
し
て
の
分
数
は
、
会
社
へ
出
資
を
約
束
し
た
と
き
の
出
資
額
ま
た
は

③ 
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一
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
評
価
額
で
計
算
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

④
会
社
清
算
の
場
合
の
残
余
財
産
の
分
配
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
残
余
財
産
が
、
当
初
の
出
資
総
額
を
上
回
ろ
う
が
、
下
回
ろ
う
が
、

A
の
跡
、

B
の
時

C
の
時

D
の
昨
の
割
合
は
変
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
組
合
財
産
に
つ
き
共
有
主
義
を
採
り
、
残
余
財
産
の
分
配
に

つ
い
て
、
ま
ず
各
人
の
出
資
を
返
還
し
て
、
残
り
を
平
等
分
配
と
せ
ず
、
出
資
の
額
に
よ
っ
て
割
合
を
定
め
た
の
は
、
ま
さ
に
、
残
余
財
産

が
出
資
総
額
を
下
回
る
と
き
の
不
公
平
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑤
①
の
例
で
、

A
の
出
資
は
設
立
時
に
一

O
O万
円
を
、
三
年
後
に
残
り
三

O
O万
円
を
出
資
す
べ
き
こ
と
が
、
定
款
ま
た
は
総
社
員

の
合
意
で
決
め
ら
れ
て
い
た
場
合
に
、
例
え
ば
設
立
一
年
後
に
社
員
の
持
分
計
算
が
問
題
と
な
る
と
き
(
商
三
三
条
二
項
参
照
)
、

A
の
三

O

O
万
円
は
ど
う
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
各
社
員
の
持
分
算
出
の
た
め
に
、
会
社
総
財
産
に
乗
ず
べ
き
分
数
の
分
母
の

A
の
出
資
額
を

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

品
。
。
出
耳
と
す
べ
き
か

(
同
)
、
学
説
が
出
資
義
務
の
履
行
期
と
し
て
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
と
も
絡
む
が
、
定
款
の
定
め
や
総
社
員
の
合
意
が
な
い
以
上
は
、
当
事
者

の
合
理
的
意
思
解
釈
の
問
題
と
し
て
、

E
C副
司
と
す
る
の
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
設
立
後
二
年
で

A
が
退
社
す
る
と
き
の

A
の
持
分

は
、
以
前
の
配
当
に
あ
た
り
期
限
未
到
来
の
三

O
O万
円
を
出
資
と
し
て
扱
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
の
な
い
限
り
、
ゆ
洋
務
理
同
附
甜
×

副
司
副
割
札
飛
出
削
羽
判
割
削
羽
目
盛
務
理
同
盟
×
十
と
な
り
、
会
社
総
財
産
が
プ
ラ
ス
で
あ
れ
ば
払
戻
を
受
け
、
マ
イ
ナ
ス

で
あ
れ
ば
損
失
負
担
分
と
し
て
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
の

A
の
期
限
未
到
来
の
三

O
O万
円
の
出
資
義
務
は
、

c、
D
が

退
社
し
た
と
き
に
そ
の
後
の
労
務
・
信
用
の
会
社
へ
の
出
資
が
意
味
を
失
う
と
同
様
に
、
意
味
を
失
な
い
消
滅
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
逆
に
以
上
の
こ
と
は
、
期
限
つ
き
の
出
資
が
あ
り
え
な
い
信
用
の
出
資
|
|
労
務
出
資
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
ろ
う
が
|
|
の
「
評

価
の
標
準
」
を
定
款
に
定
め
る
に
は
、
当
事
者
に
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
物
語
る
。

白

川
W

(
A
の
分
子
も
き
。
出
耳
)
、
分
母
の

A
の
出
資
額
を

5
0出
羽
と
す
べ
き
か

(
A
の
分
子
も

5
0出
耳
)
。
次
に
述
べ
る

通
説
の
内
容
は
、

一
に
掲
げ
た
、
最
判
昭
和
六
二
年
、

お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
大
民
連
判
昭
和
二
ハ
年
と
同
一
で
あ
る
。
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説

要
す
る
に
、
社
員
は
社
員
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
に
対
し
て
抽
象
的
な
出
資
義
務
を
負
担
す
る
が
、
出
資
義
務
に
つ
き
定
款
ま
た
は
総
社

自命

員
の
同
意
に
よ
る
履
行
期
が
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
会
社
の
請
求
に
よ
り
初
め
て
具
体
的
な
出
資
義
務
と
な
る
。
抽
象
的
な
出
資
義
務

は
社
員
の
地
位
と
終
始
し
、
具
体
的
な
出
資
義
務
と
な
ら
な
い
間
に
退
社
し
社
員
資
格
を
喪
失
す
る
と
き
は
、
出
資
義
務
も
ま
た
消
滅
す
る
。

具
体
的
出
資
義
務
と
な
ら
な
い
聞
に
退
社
す
る
と
き
は
、
具
体
化
し
な
か
っ
た
定
款
記
載
の
出
資
額
は
、
持
分
払
戻
請
求
権
の
基
礎
に
算
入

さ
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
な
社
員
の
地
位
に
基
づ
く
出
資
義
務
と
、
払
込
時
期
の
到
来
に
よ
っ
て
発
生
す
る

特
定
の
純
然
た
る
債
務
で
あ
る
具
体
的
な
第
三
者
的
債
務
と
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

社
員
の
出
資
額
は
定
款
上
一
定
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
特
に
そ
の
一
部
を
払
込
ま
せ
た
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
、
会
社
の
催
告
(
請
求
)

が
な
け
れ
ば
払
込
額
が
決
ま
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
抽
象
的
出
資
義
務
、
具
体
的
出
資
義
務
の
区
別
は
排
し
た
上
で
、
通

説
と
同
じ
結
論
を
導
き
つ
つ
、
竹
田
博
士
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
出
資
義
務
も
一
般
の
債
務
で
あ
る
〔
が
、
〕
単
に
債
務

で
あ
る
と
い
う
だ
け
か
ら
は
履
行
期
が
何
時
到
来
す
る
か
の
答
〔
は
〕
出
て
来
〔
な
い
〕
。
し
か
し
な
が
ら
、
履
行
期
は
、
そ
の
債
務
の
内
容

か
ら
自
ら
定
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
出
資
義
務
に
つ
い
て
は
会
社
か
ら
払
込
催
告
に
よ
っ
て
そ
れ
が
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
疑
が
な
い
。

出
資
の
払
込
は
会
社
の
業
務
の
執
行
で
あ
り
、
業
務
執
行
規
定
に
従
て
為
さ
る
べ
き
も
の
た
る
こ
と
は
明
か
だ
か
ら
で
あ
る
(
民
第
四
一
二

条
第
二
項
)
。
或
は
定
款
又
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
っ
て
履
行
期
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
即
ち
履
行
期
の
定
め
の
な
い
債
務

で
あ
り
、
成
立
と
同
時
に
履
行
期
に
在
る
と
解
す
る
者
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
(
民
法
第
四
四
二
一
条
第
三
項
)
、
社
員
の
出
資
義
務
は
会
社

と
社
員
と
の
聞
の
内
部
関
係
上
の
債
務
で
あ
り
、
そ
の
払
込
は
一
に
業
務
執
行
規
定
に
従
つ
て
の
み
な
さ
る
べ
き
も
の
た
る
以
上
、
そ
れ
は

期
限
の
定
め
の
な
い
債
務
で
は
な
く
て
、
不
確
定
期
限
附
の
債
務
、
即
ち
業
務
執
行
規
定
に
基
く
払
込
催
告
に
よ
っ
て
始
め
て
履
行
期
の
到

来
と
な
る
べ
き
債
務
た
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
:
:
:
。

社
員
の
出
資
義
務
は
履
行
期
到
来
の
前
後
を
問
わ
ず
一
個
の
債
務
で
あ
り
、
所
謂
履
行
期
の
到
来
は
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
債
務
の
弁
済
期
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人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

の
到
来
で
あ
る
と
し
て
も
、
:
:
:
退
社
は
将
来
に
対
し
て
社
員
た
る
資
格
を
失
は
し
め
る
の
だ
か
ら
、
ま
だ
履
行
期
の
到
来
し
て
ゐ
な
い
出

資
義
務
は
永
久
に
履
行
期
が
到
来
せ
ず
消
滅
す
る
の
外
は
な
い
が
、
既
に
履
行
期
の
到
来
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
退
社
に
遡
及
効
が
な
い

結
果
と
し
て
、
退
社
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
は
ず
が
な
い
:
:
:
。
」
そ
し
て
、
通
説
の
法
律
構
成
で
あ
る
抽
象
的
出
資
義
務
・
具
体
的
出
資
義
務

に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
解
釈
は
、
履
行
期
到
来
前
の
出
資
請
求
権
の
時
効
に
躍
ら
ぬ
こ
と
、
そ
の
譲
渡
性
の
な
い
こ
と
等
を
説
明
す
る
た
め
の

便
宜
的
解
釈
た
る
の
嫌
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
論
構
成
に
も
不
確
か
な
点
が
残
っ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
見
方
に
貯
い
て
も
出

資
義
務
の
引
受
と
い
ひ
そ
の
履
行
期
の
到
来
と
い
ふ
如
き
観
念
を
許
し
て
を
り
、
所
謂
具
体
的
な
請
求
権
発
生
前
既
に
債
務
の
存
在
を
予
定

し
て
ゐ
る
が
如
き
観
あ
る
こ
と
〉
調
和
し
な
い
点
も
あ
る
:
:
:
。
」
(
以
上
引
用
中
の
〔
〕
内
は
筆
者
の
補
充
)
。

通
説
の
抽
象
的
出
資
義
務
・
具
体
的
出
資
義
務
と
い
う
構
成
の
不
要
な
こ
と
は
右
の
説
に
お
い
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
さ
ら
に
賛
言
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
抽
象
的
出
資
義
務
・
具
体
的
出
資
義
務
の
発
想
は
、
利
益
配
当
に
お
け
る
抽
象
的
利

益
配
当
請
求
権
・
具
体
的
(
第
三
者
権
的
)
利
益
配
当
請
求
権
の
構
成
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
利
益
配
当
に
関
し
て
は
、
毎
決
算
期

の
配
当
が
決
ま
ら
な
い
以
上
(
例
え
ば
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
利
益
の
存
在
と
株
主
総
会
の
決
議
)
、
請
求
権
と
し
て
会
社
に
対
し
て
行
使

し
う
る
債
権
の
存
否
も
、
額
も
不
明
で
あ
る
が
、
営
利
法
人
た
る
会
社
に
参
加
し
た
社
員
で
あ
る
以
上
、
利
益
配
当
へ
の
期
待
は
正
当
に
保

護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
保
護
の
対
象
を
抽
象
的
利
益
配
当
請
求
権
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
出
資
義
務
に
つ
い

て
は
、
定
款
に
定
ま
っ
た
額
は
、
総
社
員
の
同
意
が
な
い
以
上
、
こ
れ
を
増
加
あ
る
い
は
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
定
款
の
出
資
額

を
超
え
た
出
資
を
会
社
が
社
員
に
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
所
謂
抽
象
的
出
資
義
務
か

具
体
的
出
資
義
務
か
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
(
た
だ
し
、
商
一
五
八
条
参
照
)
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
二
三
年
旧
商
法
九
六
条
が
、
「
社
員

ハ
契
約
上
ノ
額
外
ニ
出
資
ヲ
増
シ
又
ハ
損
失
一
一
因
リ
テ
滅
シ
タ
ル
出
資
ヲ
補
充
ス
ル
義
務
ナ
シ
」
同
九
七
条
が
「
社
員
ハ
総
社
員
ノ
承
諾
ヲ

得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
出
資
文
ハ
会
社
財
産
中
ノ
持
分
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
L

と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
「
当
然
言
フ
ヲ
倹
タ
サ
ル
所
ナ
ル
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説

ヲ
以
テ
」
現
行
商
法
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
た
、
と
い
う
立
法
の
沿
革
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
抽
象
的
出
資
義
務

と
い
う
法
律
概
念
を
建
て
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
で
、
出
資
の
履
行
期
を
定
め
、
あ
る
い
は
定
款
記

載
の
出
資
は
業
務
執
行
社
員
の
請
求
・
催
告
の
時
に
履
行
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
抽
象
的
出
資
義
務
と
呼
ん
で
よ
い
よ

う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
般
に
は
、
期
限
付
債
務
、
あ
る
い
は
履
行
期
・
弁
済
期
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
ま
た
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

同
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
に
よ
る
出
資
義
務
の
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
が
な
い
場
合
、
そ
の
履
行
期
・
弁
済
期
は
何
時
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
(
そ
の
定
め
あ
る
と
き
に
つ
い
て
は
、
註
(
凹
)
参
照
)
。

論

履
行
期
・
弁
済
期
に
あ
る
出
資
義
務
す
な
わ
ち
会
社
の
社
員
に
対
す
る
出
資
請
求
権
は
、
会
社
債
務
者
の
強
制
執
行
の
目
的
物
と
し
て
差

押
え
・
転
付
の
対
象
と
な
り
、
会
社
は
そ
れ
を
譲
渡
で
き
る
が
、
履
行
期
・
弁
済
期
に
な
い
と
き
は
そ
う
で
な
い
こ
と
、
は
一
貫
し
た
大
審

院
の
判
例
で
あ
る
。
従
っ
て
社
員
の
出
資
義
務
が
履
行
期
・
弁
済
期
に
あ
る
と
き
は
、
会
社
の
債
権
者
に
は
、
社
員
の
人
的
連
帯
責
任
(
商

八
O
条
・
一
四
七
条
・
一
五
七
条
)
を
追
及
す
る
方
法
の
ほ
か
、
会
社
の
社
員
に
対
す
る
出
資
請
求
権
を
差
押
え
る
方
法
(
民
執
一
四
三
条
)

お
よ
び
債
権
者
代
位
権
を
行
使
す
る
方
法
が
あ
る
(
民
四
二
三
条
)
。

ま
た
、
出
資
義
務
が
履
行
期
・
弁
済
期
に
あ
る
と
き
は
、
社
員
は
そ
の
義
務
を
受
働
債
権
と
し
、
自
己
の
会
社
に
対
す
る
債
権
を
自
働
債

権
と
し
て
相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
商
二

O
O条
二
項
、
有
五
七
条
対
照
)
。

同
様
の
結
論
を
、
通
説
お
よ
び
現
在
の
判
例
は
、
具
体
的
出
資
義
務
と
抽
象
的
出
資
義
務
で
説
明
し
、
こ
の
区
別
を
排
す
る
学
説
は
、
履

行
期
・
弁
済
期
の
到
来
し
な
い
(
具
体
的
)
債
務
は
団
体
法
の
支
配
に
服
し
多
数
決
主
義
に
よ
っ
て
変
更
し
う
る
こ
と
(
こ
の
点
は
な
お
、

註
(
剖
)
参
照
)
か
ら
説
明
す
る
。
共
に
業
務
執
行
と
し
て
の
催
告
・
請
求
に
よ
り
、
譲
渡
、
差
押
え
の
対
象
と
な
り
、
社
員
の
相
殺
の
受

働
債
権
と
な
る
と
す
る
。
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そ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
抑
社
員
ノ
出
質
ハ
因
リ
テ
以
テ
会
社
ト
社
員
ト
ノ
特
別
関
係
ヲ
保
護
ス
へ
キ
モ
ノ
ナ
レ
パ
」
と
か
「
会
社
ト
社
員

ト
ノ
特
別
関
係
ニ
基
キ
発
生
シ
タ
ル
団
体
権
ノ
一
部
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」
と
か
、
要
す
る
に
団
体
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
団

体
性
の
実
質
的
内
容
は
、
一
に
掲
げ
た
昭
和
六
二
年
最
判
が
引
用
す
る
昭
和
二
ハ
年
大
民
連
判
に
よ
り
判
例
変
更
さ
れ
た
昭
和
一

O
年
大
粘
)

が
示
し
た
と
こ
ろ
に
尽
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
「
社
員
ハ
其
ノ
定
款
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
出
資
ヲ
為
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
此
ノ
義
務
ハ
会
社
法
上
ニ
松
ケ
ル
社
員
ノ
会
社
ニ
対
ス
ル
債
務
ヲ
成
シ
法
人
タ
ル
合
名
会
社
合
資
会
社
活
動
ノ
資
源
(
広
義
ノ
資

ハ
先
ツ
之
ニ
倹
ツ
ヘ
キ
ハ
多
言
ヲ
要
セ
ス
然
ル
ニ
会
社
ノ
資
本
ハ
必
ス
シ
モ
多
々
益
々
便
ナ
リ
ト
云
フ
可
カ
ラ
ス
営
業
ノ
不
振
ナ
ル
ニ

本拘
ラ
ス
徒
ラ
ニ
巨
大
ノ
資
本
ヲ
擁
ス
ル
ハ
却
リ
テ
一
ノ
係
累
ニ
外
ナ
ラ
〔
ス
〕
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

こ
の
判
決
は
、
さ
ら
に
、
「
此
等
会
社
ニ
在
リ
テ
モ
出
資
ヲ
為
ス
ノ
時
期
ハ
定
款
又
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
予
メ
之
ヲ
定
メ
置
ク
ヲ
以
テ

万
全
ノ
策
ト
為
ス
ハ
論
無
シ
ト
雄
斯
カ
ル
何
等
ノ
定
メ
モ
無
キ
場
合
ニ
胎
テ
ハ
少
ク
ト
モ
金
銭
出
資
ノ
履
行
期
ハ
会
社
設
立
ノ
登
記
ト
同
時

ニ
到
来
セ
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
ヘ
す
な
わ
ち
、
債
務
の
履
行
に
つ
き
期
限
を
定
め
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
履
行
の
請
求
を
受
け
た

と
き
に
遅
滞
に
陥
る
が
(
民
四
一
二
条
三
項
)
、
債
務
者
は
何
時
で
も
履
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
の
な
い
債
務
は

発
生
と
同
時
に
履
行
期
・
弁
済
期
に
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
当
然
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。

債
権
・
債
務
の
存
否
の
問
題
と
、
そ
の
債
権
・
債
務
の
期
限
・
履
行
期
の
問
題
は
、
一
般
に
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
周
知
の

こ
と
で
あ
り
、
履
行
期
・
弁
済
期
が
定
ま
ら
な
い
か
ら
具
体
的
債
権
・
債
務
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
履
行
期
・
弁
済

期
の
定
め
の
な
い
債
権
・
債
務
は
、
債
権
者
は
何
時
で
も
請
求
で
き
る
し
(
民
四
一
二
条
三
項
)
、
債
務
者
は
何
時
で
も
弁
済
で
き
る
。
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
出
資
義
務
と
し
て
譲
渡
・
差
押
さ
え
の
対
象
と
な
り
、
社
員
か
ら
す
る
相
殺
の
受
働
債
権
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
定
款
・
総
社
員
の
合
意
に
よ
る
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
の
な
い
(
具
体
的
)
出
資
債
務
は
、
不
確
定
期
限
の
あ
る
債
務
(
民
四

一
二
条
二
項
)
、
す
な
わ
ち
業
務
執
行
規
定
に
基
く
払
込
催
告
に
よ
っ
て
始
め
て
履
行
期
の
到
来
と
な
る
べ
き
債
務
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
に
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説

も
疑
問
が
あ
る
。
今
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
確
定
に
し
ろ
不
確
定
に
し
ろ
期
限
は
、
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
に
よ
っ
て
は
定
ま
ら
な

い
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
は
註
(
凹
)
参
照
)
。
要
す
る
に
こ
の
説
で
は
、
社
員
の
出
資
義
務
と
は
、
確
定
期

限
の
定
め
の
な
い
以
上
は
、
何
時
で
も
会
社
の
都
合
に
よ
り
履
行
期
を
定
め
う
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
債
務
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
に
等

論

し
い
。
実
質
的
に
は
社
員
聞
の
組
合
契
約
と
異
な
ら
ず
、
契
約
法
理
の
支
閉
す
る
人
的
会
社
の
内
部
関
係
に
お
い
て
、
会
社
の
都
合
を
優
先

さ
せ
あ
る
い
は
団
体
法
の
支
配
を
強
調
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
員
間
の
共
同
の
目
的
を
遂
行
す
る
と
い
う
こ
と
の
た

め
に
信
義
則
(
民
一
条
ノ
ニ
)
が
働
く
余
地
は
あ
り
、
期
限
の
定
め
の
な
い
出
資
義
務
で
も
、
社
員
が
直
ち
に
弁
済
し
よ
う
と
す
る
の
を
、

会
社
の
方
が
か
え
っ
て
猶
予
を
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
会
社
の
受
領
遅
滞
(
民
四
一
三
条
)
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

ろ
う
が
、

そ
れ
は
ま
た
別
個
の
問
題
で
あ
る
。

定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
に
よ
っ
て
確
定
期
限
に
し
ろ
不
確
定
期
限
に
し
ろ
出
資
義
務
の
履
行
期
・
弁
済
期
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
き

は
、
民
法
債
権
法
の
一
般
原
則
に
よ
り
、
出
資
義
務
は
期
限
の
定
め
の
な
い
債
務
(
民
四
一
二
条
三
項
)
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
社
員
が
退

社
し
た
後
も
退
社
員
に
対
し
て
請
求
で
き
る
。
現
実
に
は
退
社
員
の
持
分
払
戻
請
求
権
と
相
殺
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
。

付
通
説
お
よ
び
現
在
の
判
例
に
従
え
ば
、
人
的
会
社
に
あ
っ
て
は
、
或
る
者
は
、
社
員
で
あ
っ
て
社
員
で
な
い
、
と
い
う
不
都
合
を
招

か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

通
説
は
、
履
行
期
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
人
的
会
社
の
社
員
の
出
資
義
務
に
つ
き
会
社
の
履
行
請
求
前
に
、
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
出
資
義

務
の
階
段
で
、
社
員
が
退
社
し
た
と
き
は
、
出
資
義
務
は
消
滅
し
、
右
社
員
の
会
社
に
対
す
る
払
戻
請
求
権
は
成
立
し
な
い
、
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
上
は
、
定
款
の
定
め
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
利
益
配
当
、
退
社
員
の
持
分
払
戻
、
残
余
財
産
の
分
配
を

通
じ
て
「
出
資
ノ
価
額
」
に
な
い
し
「
持
分
」
に
応
じ
て
な
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
い
る
(
商
六
八
条
・
一
四
七
条
・
六
四
七
条
、
商
八
九

条
、
民
六
八
一
条
二
項
、
商
一
三
一
条
、
民
六
八
八
条
二
項
)
。
そ
し
て
、
通
説
の
祖
と
い
う
べ
き
松
本
博
士
は
「
民
法
第
六
百
七
十
四
条
第

北法39(5-6・1'116)1356 



一
項
及
ヒ
第
六
百
八
十
八
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
レ
ハ
損
益
分
配
及
ヒ
残
余
財
産
分
配
ハ
各
組
合
員
ノ
出
資
ノ
価
額
ノ
割
合
ニ
応
シ
テ
之
ヲ

為
ス
へ
キ
モ
ノ
タ
リ
而
シ
テ
弦
ニ
所
謂
出
資
ノ
価
額
ト
ハ
出
資
カ
分
割
シ
テ
為
サ
ル
ル
場
合
ニ
飴
テ
ハ
約
束
セ
ラ
レ
タ
ル
出
資
総
額
二
非
ス

シ
テ
既
ニ
履
行
セ
ラ
レ
又
ハ
履
行
セ
ラ
ル
へ
カ
リ
シ
出
資
額
ヲ
謂
フ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
リ
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
益
配
当
の
標

準
は
、
具
体
的
出
資
義
務
の
額
に
よ
る
、
と
さ
れ
る
。

次
の
例
を
想
定
す
れ
ば
、
そ
の
不
当
な
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。

A
は
労
務
と
信
用
の
出
資
を
、

B
、
C
は
金
銭
出
資
を
約
し

て
、
人
的
会
社
を
設
立
し
た
。
金
銭
出
資
の
履
行
期
の
定
め
は
な
い
。

A
は
金
銭
出
資
の
履
行
の
催
告
を
せ
ず
に
、
一
年
開
業
務
執
行
を
行

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

ぃ
、
三

O
O万
円
の
利
益
を
生
じ
た
。

B
、
C
は
利
益
配
当
に
与
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
抽
象
的
金
銭
出
資
義
務
で
あ
る
か
ら
「
出

資
ノ
価
額
」
は
な
く
、
利
益
配
当
を
受
け
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

B
、
C
は
社
員
で
あ
っ
て
社
員
で
な
い
。
こ
の
結
論
は
、
会
社
の
営
利

B
、
C
の
金
銭

性
に
も
、
社
団
性
に
も
反
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
初
年
度
の
利
益
を
会
社
に
留
保
し
た
結
果
、

そ
れ
以
降
は
、

出
資
の
履
行
に
倹
つ
ま
で
も
な
く
な
り
、
会
社
の
財
産
は
増
え
る
一
方
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

B
、
C
は
退
社
の
際
、
解
散
・
清
算
の
際
、

何
ら
の
経
済
的
利
益
に
均
晴
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
、
会
社
設
立
の
基
礎
と
な
る

A
B
C
聞
の
組
合
契
約
の
目
的
に
も

反
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
の
聞
に

B
、
C
が
受
け
て
い
た
配
当
は
、
受
け
る
べ
き
原
因
す
な
わ
ち
具
体
的
出
資
義
務
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
会
社
に
対
す
る
不
当
利
得
と
も
な
り
か
ね
な
い
。

社
員
の
出
資
義
務
を
抽
象
的
そ
れ
と
具
体
的
そ
れ
と
に
分
け
る
通
説
の
論
理
的
帰
結
で
は
な
い
が
、
多
く
の
説
は
、
労
務
・
信
用
を

出
資
し
た
社
員
の
退
社
の
と
き
の
持
分
払
戻
請
求
(
商
八
九
条
)
に
関
し
て
、
定
款
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
会
社
の
純
財
産
額
が
財

産
出
資
の
総
額
を
超
え
る
場
合
に
、
そ
の
分
に
つ
い
て
払
戻
請
求
が
で
き
る
と
解
し
て
い
る
。

こ
れ
は
成
法
規
上
の
根
拠
が
な
い
こ
と
は
、
既
に
同
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
ら
(
一

O
八
頁
以
下
)
こ
の
点
は
繰
返
さ

な
い
。
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
の
発
想
方
法
は
ド
イ
ツ
法
の
人
的
会
社
に
お
け
る
資
本
持
分
(
開
山
立

ZZEo--)
の
考
え
方
(
こ
れ

Lニ)
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説

に
つ
い
て
は
次
述
岡
)
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
ほ
か
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
す
る
に
止
め
よ
う
。

一
つ
め
は
、
会
社
の
純
財
産
額
の
増
加
が
企
業
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
生
じ
た
と
き
に
ど
う
す
る
の
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
労
務
・
信
用
の
提
供
の
結
果
生
じ
た
価
値
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
こ
の
考
え
方
は
、
財
産
出
資
を
重
視
し
、
労
務
・
信
用
の
出
資
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
起
草
者
の
考
え
方
と
異

論

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
商
法
八
九
条
は
、
旧
商
法
(
明
治
二
三
年
)
一
二
四
条
ニ
項
が
「
労
力
ノ
出
資
又
ハ
其
他

退
社
ト
共
ニ
終
止
ス
ル
出
資
ニ
付
テ
ハ
特
約
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ニ
対
ス
ル
報
酬
ヲ
為
ス
義
務
ナ
シ
」
と
し
て
い
た
も
の
を
、
「
信
用
又
ハ
労

務
ヲ
目
的
ト
ス
ル
出
資
其
他
退
社
ト
共
ニ
終
止
ス
ル
出
資
ヲ
為
シ
タ
ル
社
員
モ
亦
他
ノ
社
員
ト
同
シ
ク
持
分
ヲ
有
シ
従
テ
其
会
社
ノ
一
部
ニ

付
キ
権
利
ヲ
有
ス
然
ル
ニ
退
社
ノ
場
合
ニ
齢
テ
ハ
会
社
ノ
財
産
ニ
付
キ
何
等
ノ
権
利
ナ
シ
ト
ス
ル
ハ
不
当
ナ
リ
」
と
し
て
、
特
約
が
な
い
限

り
払
戻
を
う
け
る
も
の
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
務
・
信
用
を
出
資
し
た
者
の
退
社
の
と
き
に
払
戻
す
べ
き
見
積
の
方
法
を
予
定
し

て
い
な
か
っ
た
と
き
は
「
本
案
四
十
四
条
第
四
号
〔
現
行
商
法
六
五
条
第
五
号
〕
「
評
価
の
標
準
」
ヲ
並
ニ
適
用
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
可
」
し
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
る
も
の
で
は
な
い
か
、

わ
が
国
の
人
的
会
社
に
お
い
て
は
、
社
員
は
、
定
款
に
記
載
さ
れ
た
出
資
の
価
格
(
財
産
出
資
ノ
場
合
)
、
出
資
の
評
価
の
標
準
(
労

務
・
信
用
の
出
資
の
場
合
)
(
商
六
三
条
五
号
・
一
四
八
条
)
に
従
っ
て
、
会
社
総
財
産
の
上
に
い
わ
ば
共
有
持
分
を
有
し
、
こ
の
持
分
が
利

益
配
当
、
退
社
員
の
持
分
払
戻
、
残
余
財
産
の
分
配
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
(
前
述
同
参
照
)
。
法
律
の
用
語
で
は
、
利
益
配
当
お
よ
び
残
余

財
産
の
分
配
の
と
き
は
「
出
資
ノ
価
額
」
(
民
六
七
四
条
・
六
八
八
条
二
項
)
で
あ
り
、
持
分
払
戻
の
と
き
は
「
持
分
」
(
商
八
九
条
・
民
六

同
八
一
条
ニ
項
)
で
あ
る
が
、
内
容
は
変
ら
な
い

会
社
解
散
後
の
清
算
の
場
合
に
は
、
各
社
員
は
、
会
社
債
務
を
弁
済
し
た
後
の
会
社
財
産
(
残
余
財
産
)
を
持
分
に
応
じ
て
分
配
を
受
け

る
の
に
対
し
、
退
社
員
は
そ
の
時
の
会
社
総
財
産
の
上
の
持
分
(
具
体
的
に
は
会
社
の
積
極
財
産
か
ら
消
極
財
産
を
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
控
除

二
の
持
分
の
第
二
の
意
義
参
照
)
。
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し
た
後
の
純
財
産
で
、
持
分
に
応
ず
る
金
銭
)

財
産
の
分
割
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
払
戻
を
う
け
る
か
ら
、
払
分
の
払
戻
は
一
部
解
散
で
あ
り
、

い
わ
ば
そ
の
時
点
で
の
共
有

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

ド
イ
ツ
の
人
的
会
社
と
わ
が
国
の
人
的
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
法
人
と
さ
れ
て
い
な
い
か
い
る
か
、
利
益
の
分
配
は
頭
割
主
義
か
出

資
額
主
義
か
、
に
相
違
の
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
後
者
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
問
題
も
や
や
細
か
く
比
べ
る
と
、
利
益
の
分
配
、
退
社
員
の
持
分
払
戻
、
清
算
の
場
合
の
残
余
財
産
の
分
配
に
お
い
て
、
そ
の
い

ず
れ
が
会
社
へ
の
財
産
出
資
を
重
視
し
て
い
る
か
は
、
一
概
に
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
法
の
人
的
会
社
(
こ
こ
で
は

合
名
会
社
に
し
ぼ
る
)
の
利
益
分
配
、
退
社
員
へ
の
払
戻
、
残
余
財
産
の
分
配
の
法
規
制
を
概
観
し
、
次
い
で
、
退
社
員
へ
の
払
戻
は
、
利

益
分
配
及
び
残
余
財
産
分
配
に
つ
き
資
本
持
分
(
同
喜
一

Z
E
Eぬ
戸
)
と
い
う
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
変
容
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

時
点
に
お
け
る
会
社
財
産
の
い
わ
ば
共
有
分
割
に
等
し
い
こ
と
を
示
し
て
お
こ
う
。
そ
の
結
果
を
見
れ
ば
、
わ
が
国
の
人
的
会
社
法
が
、
退

社
員
の
持
分
払
戻
に
つ
き
、
定
款
記
載
の
出
資
額
に
応
ず
る
、
い
わ
ば
共
有
持
分
の
払
戻
と
い
う
法
政
策
を
採
っ
た
こ
と
は
何
ら
不
当
で
は

な
い
こ
と
、
ま
た
、
多
く
の
学
説
が
労
務
・
信
用
を
出
資
し
た
者
の
退
社
の
際
に
は
、
財
産
出
資
者
の
財
産
出
資
総
額
を
超
え
る
会
社
純
資

産
に
つ
い
て
の
み
払
戻
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
は
何
ら
根
拠
の
な
い
こ
と
、
が
判
明
す
る
も
の
と
思
う
。

川
合
名
会
社
は
法
人
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
商
法
に
規
定
が
な
い
限
り
、
民
法
組
合
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

(
r
c
u
〉

Z
-
N
出
。
∞
)
。

同
会
社
の
年
度
利
益
は
、
ま
ず
各
社
員
の
資
本
持
分
(
同
喜
一

Z
一
Ez--)
に
つ
き
年
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
率
で
配
分
さ
れ
、
残
り
は
社

員
の
頭
数
に
応
じ
て
平
等
に
配
分
さ
れ
る
(
官
出
国
の
閃
)
。
こ
の
利
益
の
配
分
は
、
わ
が
国
で
は
利
益
は
配
当
を
要
す
る
、
す
な
わ
ち
支
払

い
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
各
社
員
の
資
本
持
分
を
増
加
す
る
も
の
と
さ
れ
る

(
2
N
O
〉
g
-
N
Zの
∞
)
。
代
わ
り

に
各
社
員
に
は
、
金
銭
取
去
権
自
己

E
E
5
2
2
Z
)
が
認
め
ら
れ
、
前
年
度
の
資
本
持
分
の
回
パ
ー
セ
ン
ト
の
額
を
会
社
の
金
庫
(
の
虫
色
・

∞
岳
民
gwω
留
め
)
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
会
社
の
明
白
な
損
害
と
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
額
を
超
え
て
前
年
度
の
自
己
へ
の
利
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説

(
2
N
N

〉
σ凹
・
同
国
。
∞
)
。
金
銭
取
去
権
を
行
使
し
た
と
き
は
、
そ
の
社
員
の
資
本
持
分
は
そ
の

(
r
N
C

〉
宮
・

N

図
。
∞
)
。
な
お
、
年
度
途
中
の
出
資
の
履
行
に
よ
る
資
本
持
分
の
増
加
お
よ
び
年
度
途
中
に
お
け
る
金

銭
取
去
権
の
行
使
に
よ
る
資
本
持
分
の
減
少
の
と
き
は
、
資
本
持
分
に
つ
者
年
利
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
益
配
分
(
実
質
的
に
は
資
本
持
分
に

つ
い
て
の
利
息
)
に
つ
い
て
、
所
謂
日
割
配
当
的
処
理
を
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
官
出
〉
宮
-

M

国
∞
の
)
。

益
配
分
額
ま
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

分
だ
け
減
少
す
る

論

資
本
持
分
と
い
う
の
は
、
通
説
に
よ
る
と
、
会
社
の
財
産
と
な
っ
た
、
履
行
さ
れ
た
社
員
の
財
産
出
資
か
ら
、
お
よ
び
各
年
度
利
益
の
配

分
か
ら
な
る
、
一
定
の
計
算
上
の
数
額
で
あ
っ
て
、
主
に
利
益
配
分

(ZHN0
・
5
H
Eの
∞
)
。
残
余
財
産
の
分
配
(
宮
田
〉
Z
-
H
図
。
∞
)

の
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
社
員
が
会
社
財
産
全
体
に
対
し
て
有
す
る
持
分
(
割
前
額
、
〉
ロ
旦
門
E巾包巴目口]号印の
2
巾巳-ロ

}z∞円の♀
yEω旦『P門z∞q吋B印町
ω凶ヨ

の
g巾巴色-ロ
]z印♀
ω丘同門
g印〈巾吋コH

こ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
理
解
で
き
よ
〉
う
つ
三
。
す
な
わ
ち
、
資
本
持
分
は
過
去
の
履
行
さ
れ
た
財
産
出
資
を
本
に
計
算
さ
れ
て
行
く
数
額

に
過
ぎ
な
く
、
現
実
の
会
社
財
産
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
、
総
社
員
の
資
本
持
分
の
総
計
額
が
即
ち
会
社
財
産
の
純
額
を
示
す
と
い
う

こ
と
も
な
い
こ
と
が
。
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
労
務
・
信
用
を
出
資
し
た
者
に
は
、
こ
の
意
味
で
の
資
本
持
分
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
労
務
・
信
用
は
そ
れ
自
体
会
社
財
産
を
構
成
し
な
い
か
ら
資
本
持
分
は
ゼ
ロ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
財
産
出
資
総

額
の
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
年
度
利
益
が
あ
れ
ば
、
そ
の
超
え
る
部
分
に
つ
き
頭
割
り
で
利
益
配
分
が
な
さ
れ
、
そ
の
部
分
は
次
年
度
に

お
け
る
労
務
・
信
用
出
資
者
の
資
本
持
分
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
従
っ
て
、
合
名
会
社
が
利
益
を
あ
げ
つ
つ
経
営
を
続
け
て
行
け
ば
、

全
て
の
社
員
に
資
本
持
分
が
生
じ
て
く
る
。
と
す
れ
ば
、
会
社
の
解
散
、
清
算
に
お
い
て
、
残
余
財
産
を
資
本
持
分
に
応
じ
て
分
配
す
る
(
町

目
印
〉
σ∞
-
H
Zの
切
)
と
し
て
も
、
労
務
・
信
用
出
資
者
に
著
し
い
不
衡
平
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
右
の
点
に
誤
解
が
あ
る
た
め
、
わ
が
国

で
は
、
労
務
・
信
用
出
資
者
退
社
の
と
き
は
、
財
産
出
資
総
額
を
超
え
る
会
社
純
財
産
に
つ
い
て
の
み
持
分
払
戻
請
求
権
が
あ
る
と
い
う
、

ド
イ
ツ
法
と
わ
が
商
法
八
九
条
と
の
折
衷
的
な
学
説
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
時
。
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合
名
会
社
の
社
員
の
退
社
は
、
本
来
は
会
社
は
解
散
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
商
法
が
定
め
る
一
定
の
場
合
(
閉
山
口
∞

l
E
H
出
口
∞
)
に

生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
退
社
員
と
会
社
な
い
し
残
存
社
員
と
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
は
、
商
法
に
規
定
が
な
く
、
民
法
の
規
定

(
山
吉
ω
∞
|
吋
ち
∞
の
∞
)
に
よ
る
(
前
述
附
)
。

民
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
脱
退
組
合
員
は
、
脱
退
の
時
に
解
散
が
あ
っ
た
な
ら
ば
清
算
に
よ
り
分
配
さ
れ
る
べ
か
り
し
も
の
を
請
求
で
き

十守

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

(間吋
ω∞
〉
宮
・

N

∞
の
∞
)
。
組
合
清
算
の
と
き
は
、
組
合
債
務
を
完
済
し
か
っ
組
合
員
の
出
資
の
返
還
を
し
た
後
の
残
余

は
、
利
益
配
分
の
基
準
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
る
(
巧
ω
土
凶
の
∞
)
。
他
方
、
商
法
に
は
、
合
名
会
社
の
解
散
・
清
算
の
と
き
の
残
余
財
産
の
分

配
は
資
本
持
分
に
応
じ
て
な
す
旨
の
規
定
が
あ
る
(
古
田
〉
宮
・
H
E
C
∞
)
。
こ
こ
で
、
退
社
以
前
の
年
度
貸
借
対
照
表
と
、
退
社
に
よ
る

一
部
清
算
の
た
め
の
貸
借
対
照
表
と
の
聞
に
、
会
社
の
純
資
産
に
差
額
が
生
じ
た
と
き
、
そ
の
差
額
は
利
益
配
分
の
基
準
に
よ
る
べ
き
か
、

資
本
持
分
に
よ
る
べ
き
か
、
が
問
題
に
な
る
。
現
在
の
通
説
は
、
利
益
配
分
の
基
準
に
よ
る
と
す
る
。
そ
の
差
異
は
、
会
社
設
立
後
に
利
益

を
あ
げ
て
い
た
会
社
で
、
労
務
出
資
を
し
て
い
た
社
員
が
最
初
の
年
度
決
算
を
待
た
ず
に
退
社
し
た
例
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
資
本
持
分
の
基
準
に
よ
れ
ば
払
戻
は
ゼ
ロ
に
な
る
が
、
利
益
配
分
の
基
準
に
よ
れ
ば
財
産
出
資
額
を
控
除
し
た
分
に
つ
き
頭
割
り
主
義

に
基
づ
く
払
戻
を
受
け
ら
れ
る
。

る
も
の
と
さ
れ
る

ド
イ
ツ
法
で
は
資
本
持
分
と
い
う
概
念
を
介
在
さ
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
社
員
の
退
社
に
あ
た
っ
て
の
払
戻
は
、
社
員

の
共
有
(
合
有
)
財
産
で
あ
る
会
社
財
産
に
お
け
る
各
社
員
の
持
分
(
財
産
的
割
前
)
の
払
戻
し
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

が
社
員
退
社
に
お
け
る
財
産
関
係
の
清
算
と
し
て
よ
り
衡
平
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
お
い
て
、

(
8
)
本
文
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
合
名
会
社
の
内
部
関
係
に
お
い
て
社
員
と
会
社
と
の
聞
に
法
律
関
係
を
否
定
し
、
か
つ
所
謂
社
員
権
説
を
排
斥

し
て
、
「
合
名
会
社
の
持
分
と
は
、
社
員
が
他
の
社
員
に
対
し
て
有
す
る
組
合
契
約
上
の
自
益
権
を
意
味
し
、
利
益
配
当
請
求
権
を
そ
の
核
心
と
す

そ
れ
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説

る
」
と
い
う
説
(
松
田
二
郎
・
会
社
法
概
論
(
昭
和
四
三
年
)
三
八
二
頁
)
を
採
る
も
の
で
は
な
い
し
、
社
員
聞
の
組
合
契
約
・
会
社
契
約
以
外

に
、
会
社
の
設
立
行
為
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
言
お
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
「
合
名
会
社
設
立
の
法
律
行
為
は
、
実
質
に
お

い
て
組
合
契
約
の
締
結
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
。
(
田
中
耕
太
郎
・
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
(
昭
和
三

O
年
)
一

O
五
頁
)
と
い
う
意
味
で
あ

る。
組
合
契
約
・
会
社
契
約
の
語
を
並
べ
た
の
は
、
そ
れ
は
同
じ
意
味
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
行
民
法
第
二
編
第
二
章
第
一
一
一
節
は
寸
組

合
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
政
府
提
案
段
階
で
は
「
会
社
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
衆
議
院
の
修
正
で
、
特
に
こ
れ
と
い
う
理
由
も
な
く
「
組

合
」
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
梅
謙
次
郎
・
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
(
明
治
三
七
年
訂
正
増
補
第
二
一
版
)
七
八
一
頁
参
照
。
な
お
、
広

中
俊
雄
編
著
・
第
九
岡
帝
園
議
舎
の
民
法
審
議
(
昭
和
六
一
年
)
二
四
一
頁
以
下
参
照
。
明
治
二
三
年
旧
民
法
財
産
取
得
編
第
六
章
(
一
一
五
条

以
下
)
も
「
会
社
」
で
あ
る
。

(
9
)
会
社
の
清
算
価
値
に
よ
る
か
、
営
業
の
存
続
を
前
提
と
す
る
企
業
価
値
に
よ
る
か
の
対
立
が
あ
る
。
古
瀬
村
・
前
掲
註

(
4
)
一
二
三
六
頁
以
下

参
照
。
取
引
相
場
の
な
い
非
上
場
株
式
の
株
式
買
取
請
求
権
行
使
の
場
合
の
株
式
価
格
の
決
定
(
商
二
四
五
条
ノ
二
・
二
四
五
条
ノ
三
・
三
四
九

条
・
四

O
八
条
ノ
三
。
な
お
、
有
四
一
条
)
と
同
じ
問
題
で
あ
る
。
文
献
は
、
竹
中
正
明
・
新
証
券
・
商
品
取
引
判
例
百
選
(
昭
和
六
三
年
)
二

O
四
頁
以
下
参
照
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
九
七
八
年
の
改
正
に
よ
り
、
退
社
員
は
、
争
い
あ
る
と
き
は
、
払
一
戻
持
分
の
評
価
は
、
当
事
者
ま
た
は
裁
判
長
の
指
名
に
よ

る
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
〉
ユ

-
E
S
包
-

N

・
出
立
・
広
島
|
士

υ-nz・
)
。
合
名
会
社
に
適
用
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〈
C
M
N
-

E
宮『丹
l

岡
山

O
E
2・
叶
吋
白
石
川
巾
ぽ

E
g
g
-
B
門
】
巾
仏
円
。
芹

2
5
5
2円
一
白
ケ
ロ
(
一
∞
巴
・

(
叩
)
こ
の
カ
ツ
コ
書
の
部
分
に
関
し
て
は
、
し
か
し
、
旧
法
下
(
昭
和
二
三
年
改
正
前
)
に
は
、
「
利
益
文
ハ
利
息
ノ
配
当
ハ
定
款
ニ
依
リ
テ
払
込
ミ

タ
ル
株
金
額
ノ
割
合
ニ
応
ジ
テ
之
ヲ
為
ス
」
(
商
旧
二
九
三
条
本
文
)
と
の
規
定
が
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
判
例
(
大

判
昭
和
二
了
七
・
二
四
民
集
二
ハ
巻
一
二
七

O
頁
)
は
、
履
行
期
に
あ
る
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
現
実
に
払
込
ん
だ
額
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
た
。

田
中
誠
二
・
判
例
民
事
法
昭
和
二
一
年
度
一
三
五
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
八
木
・
前
掲
(
註

(5))
二
三
九
頁
。

(
ロ
)
伊
沢
和
平
・
前
掲
(
註
(

5

)

)

一
二
七
頁
・
二
一
九
頁
。
同
所
(
一
二
九
頁
)
で
は
、
「
退
社
と
同
時
に
そ
の
社
員
の
出
資
義
務
の
履
行
期
も

到
来
す
る
と
い
う
の
が
当
事
者
の
合
理
的
意
思
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
必
然
性
の
な
い
こ
と
に
つ
い

§必九

日間
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人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

て
は
本
文
後
述
印
刷
を
参
照
。

(
日
)
そ
の
意
味
で
は
、
出
資
義
務
の
な
い
社
員
は
認
め
ら
れ
な
い
(
松
本
・
前
掲
(
註

(
4
)
日
本
会
社
法
論
)
六
五
頁
以
下
、

六
一
六
頁
。

こ
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
で
も
出
資
義
務
の
な
い
合
名
会
社
の
社
員
な
い
し
民
法
上
の
組
合
の
組
合
員
は
認
め
ら
れ
る
か
、
と
し
て
以
前
は
争
わ

れ
て
い
た
問
題
で
あ
る
が
、
狭
義
の
出
資
(
労
務
を
含
む
財
産
的
価
値
あ
る
出
資
)
が
な
く
と
も
、
組
合
、
会
社
の
構
成
員
共
通
の
目
的
を
促
進

す
る
義
務
が
あ
る
し
、
合
名
会
社
の
社
員
は
そ
の
対
外
的
な
無
限
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て

(
2
N∞
図
。
∞
)
会
社
に
信
用
を
創
り
出
し
て
い

る
か
ら
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
実
際
的
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
単
に
論
理
的
に
の
み
出
資
義
務
の
な
い
組
合
契
約
、
会

社
契
約
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
司
u
n
y
R
E
O
g
h同
}
S
5
5
・

zo戸
ω
・
〉
己
戸
、
ロ
¥
Y
2
S
U
)
・
2
0日
〉
ロ
ヨ

口
一

5
5
2
5
冨
ロ
ロ
円
宮
町
内
。
ョ
ョ
・
∞
の
∞

-N
・
〉
ロ
コ
・
・
国
内
凶
-
M
・
M
-
Z巳
σσ
自
己
・
(
呂
志
)
・
笥

S
H
N
E「・

5
・

ち
ょ
う
ど
、
株
式
会
社
設
立
の
場
合
の
発
起
人
組
合
を
認
め
る
に
際
し
、
「
此
契
約
は
会
社
設
立
な
る
共
同
事
業
を
目
的
と
し
、
各
発
起
人
が
財

産
、
労
務
又
は
少
な
く
と
も
信
用
の
出
資
を
為
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
民
法
上
の
組
合
契
約
と
観
て
可
い
の
で
あ
る
」
(
松
本
・
前
掲
(
註

(
4
)

日
本
会
社
法
論
一
一
四
頁
)
と
い
う
議
論
を
街
傍
さ
せ
る
。

わ
が
国
で
は
、
合
名
会
社
に
出
資
の
な
い
社
員
が
あ
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
狭
義
の
出
資
を
な
さ
な
い
と
き
は
、
信
用
の
出
資
と
し
て
そ
の
評

価
の
標
準
が
定
款
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
だ
け
が
問
題
と
な
る
。

(
M
)
法
典
調
査
会
・
商
法
会
議
筆
記
、
同
・
商
法
委
員
会
議
事
要
録
(
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
目
、
昭
和
六

O
年
所
収
)
七
八
頁
以
下
、
九
八
頁

以
下
。梅
謙
次
郎
委
員
が
信
用
の
出
資
を
認
め
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
り
(
な
お
、
梅
謙
次
郎
先
生
講
述
商
法
第
一
一
編
(
記
述
の
内
容
か
ら
み
て
明
治

二
六
年
ま
た
は
二
七
年
と
考
え
ら
れ
る
)
、
三
二
四
頁
以
下
参
照
)
、
民
法
組
合
の
規
定
の
主
任
担
当
者
と
考
え
ら
れ
る
富
井
政
章
委
員
は
消
極
的

で
、
や
む
な
く
ば
信
用
を
有
す
る
者
は
労
務
を
出
資
と
す
る
名
義
で
入
社
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
(
同
所
・
法
典
調
査
会
九
八
頁
)
。

(
日
)
前
掲
註
(
凶
)
法
典
調
査
会
九
九
頁
。

(
日
)
法
典
調
査
会
・
商
法
修
正
案
参
考
書
(
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
幻
、
昭
和
六

O
年
所
収
)
二
七
頁
。

(
口
)
未
定
稿
本
民
法
修
正
案
理
由
書
自
第
一
編
至
第
三
編
五
七
六
頁
・
五
八

O
頁
(
度
中
俊
雄
編
著
民
法
修
正
案

二
年
)
六
三
六
頁
・
六
回

O
頁)。

林
・
前
掲
(
註

(
4
)
)

(
前
三
編
)

の
理
白
書

(
昭
和
六
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説

(
問
)
そ
こ
に
所
謂
不
公
平
と
は
、
残
余
財
産
の
分
配
に
関
し
、
ま
ず
出
資
を
返
還
す
る
と
し
た
場
合
に
残
余
財
産
が
そ
れ
に
満
た
な
い
と
き
の
、
損

失
を
頭
割
り
に
し
た
と
き
に
生
ず
る
も
の
を
指
す
。
こ
の
損
失
を
出
資
額
に
応
ず
る
と
す
る
と
き
は
、
残
余
財
産
の
分
配
を
出
資
に
応
ず
る
と
し

た
の
と
同
じ
こ
と
と
な
る
。

右
の
こ
と
は
一
般
に
、
損
益
の
分
配
に
つ
い
て
出
資
額
に
応
ず
る
と
き
は
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
も
出
資
額
に
応
ず
る
と
し
、
損
益
の
分

配
に
つ
い
て
頭
割
り
と
す
る
と
き
に
は
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
も
先
ず
出
資
を
返
還
し
そ
の
残
り
を
頭
割
り
に
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

方
式
と
し
て
一
貫
性
を
有
し
、
か
っ
、
衡
平
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
我
妻
栄
・
債
権
各
論
中
巻
二
(
民
法
講
義
れ
)
(
昭
和
三
七
年
)
八
四
八
頁

参
照
)
。
損
益
の
分
配
、
残
余
財
産
の
分
配
、
退
社
員
の
持
分
払
戻
を
通
じ
て
出
資
の
割
合
に
応
ず
る
と
す
る
と
き
は
、
社
員
の
持
分
は
社
員
全
部
に
つ

い
て
、
プ
ラ
ス
か
、

0
か
、
マ
イ
ナ
ス
か
で
あ
り
、
社
員
の
一
部
は
プ
ラ
ス
で
他
は
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
定
款
ま
た
は
総
社
員
の

合
意
に
よ
っ
て
(
特
に
、
損
失
の
分
担
に
つ
い
て
、
例
え
ば
頭
割
り
)
特
刑
の
定
め
を
し
な
い
限
り
生
じ
な
い
(
松
本
・
前
掲
(
註

(
4
)
日
本

会
社
法
論
)
五
一
一
頁
。
我
妻
・
本
註
同
所
参
照
)
。
従
っ
て
普
通
の
場
合
は
、
と
い
う
こ
と
は
法
律
の
定
め
に
よ
る
と
き
は
、
社
員
の
持
分
を
ゆ

洋
ロ
)
勢
湾
岡
崎
潤
×
附
牌
困
問
旧
同
閣
と
し
て
金
額
で
把
え
る
よ
り
ま
、
防
同
け
阿
同
出
岡
崎
と
し
て
分
数
で
把
え
る
方
が
判
り
易
い
と
い
え
よ
う
。

務
洋
加
見
)
岳
鴨
糊
捕
m

l

お
洋
皿

S
E減
措

潤

分
数
と
し
て
担
え
れ
ば
、
各
社
員
の
持
分
の
和
は
常
に
ー
で
あ
る
。
持
分
の
分
数
的
把
握
は
、
考
え
方
と
し
て
は
、
持
分
複
数
主
義
を
採
る
株
式

j

u

荊
掛
薬
凶
尚
一
階
片

会
社
に
お
い
て
一
株
主
の
会
社
財
産
に
対
す
る
観
念
的
害
ず
を
淵
訓
制
剤
別
調
剤
と
考
え
て
い
る
の
と
異
な
ら
な
い
。

(
凶
)
本
文
の
よ
う
に
定
款
に
定
め
た
期
限
前
の
出
資
を
配
当
に
も
退
社
払
一
炭
に
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
の
定
款
の
期
限
は
、
所
謂
「
期

限
事
実
」
で
は
な
く
「
条
件
事
実
」
で
あ
っ
て
(
金
山
正
信
・
注
釈
民
法
凶
(
昭
和
四
二
年
)
コ
二
三
頁
参
照
て
そ
の
期
限
ま
で
社
員
で
あ
れ
ば

出
資
義
務
を
負
う
趣
旨
の
も
の
、
す
な
わ
ち
社
員
の
地
位
と
終
始
す
る
出
資
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
右
の
期
限
前
の
出
資
を
配
当
お
よ
び
退
社
払
戻
の
算
定
の
基
礎
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
限
は
、
所
謂
「
期
限
事
実
」
で
あ
っ

て
、
退
社
後
の
期
限
の
到
来
に
よ
り
、
払
込
む
べ
き
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
退
社
払
戻
の
際
に
中
間
利
息
を
控
除
し
た
上
で
合
意
相
殺
す
る

な
ど
で
、
処
理
済
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
。
こ
の
場
合
も
、
通
説
の
見
解
で
は
、
前
段
落
の
場
合
と
同
じ
く
、
退
社
に
よ
り
(
抽
象
的
)

出
資
義
務
は
消
滅
し
た
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
(
平
出
慶
道
・
会
社
判
例
百
選
(
新
版
)
(
昭
和
四
五
年
)
二
三
七
頁
参
照
)
。
そ
の
聞
の
利
益
配

当
を
考
慮
す
る
と
、
退
社
払
戻
額
の
決
定
に
そ
の
期
限
到
来
前
の
出
資
額
を
控
除
し
て
も
、
必
ず
し
も
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

社
員
聞
の
不
衡
平
の
除
去
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
出
・
同
所
は
、
定
款
に
特
定
の
履
行
期
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
よ
り
前
に

論
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人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

退
社
し
て
も
出
資
義
務
の
履
行
を
免
れ
な
い
と
さ
れ
る
が
、
定
款
の
履
行
期
の
定
め
を
常
に
期
限
事
実
と
し
、
条
件
事
実
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を

認
め
な
い
の
は
、
定
款
解
釈
の
巾
を
必
要
以
上
に
狭
め
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
意
味
で
(
前
段
落
と
前
々
段
落
を
区
別
す
る
意
味
で
)
、
従
来
の
少
数
説
が
一
般
に
履
行
期
到
来
の
有
無
を
問
わ
な
い
と
す
る
点
(
八
木
・

前
掲
(
註

(
5
)
)

二
三
九
頁
、
伊
沢
和
平
・
前
掲
(
註

(
5
)
)

一
二
七
頁
・
一
二
九
頁
、
西
脇
・
前
掲
(
註
(

7

)

)

五
O
頁
)
に
は
賛
成
で
き

な
しま
た
、
こ
の
問
題
は
専
ら
会
社
の
対
内
関
係
の
問
題
で
あ
っ
て
(
対
外
関
係
は
、
商
八

O
条
・
九
三
条
・
一
四
七
条
・
一
五
八
条

1
一
六

O
条

の
問
題
)
、
「
対
内
的
関
係
と
対
外
的
関
係
と
が
同
時
並
列
的
に
存
す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
」
(
西
脇
・
同
所
五
一
頁
)
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、

対
外
的
関
係
と
し
て
は
、
註
(
訂
)
の
判
例
を
前
提
と
す
る
限
り
会
社
債
権
者
は
、
前
々
段
落
の
場
合
の
出
資
義
務
に
つ
い
て
は
、
差
押
の
対
象

と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
段
落
の
と
き
に
は
そ
れ
が
で
き
る
、
と
い
う
差
異
を
も
た
ら
す
が
、
そ
れ
は
会
社
の
社
員
に
対
す
る
出
資
請
求
権
の

性
質
(
条
件
付
か
、
期
限
付
か
)
が
も
た
ら
す
差
異
に
す
ぎ
な
い
。
ち
な
み
に
、
「
会
社
ノ
内
部
ノ
関
係
」
(
商
六
八
条
)
と
は
会
社
と
社
員
お
よ

び
社
員
相
互
の
関
係
で
あ
り
、
出
資
義
務
に
つ
い
て
い
え
ば
民
法
の
組
合
員
間
の
関
係
を
会
社
と
社
員
と
の
関
係
に
転
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

こ
こ
に
は
契
約
自
由
が
支
配
し
、
特
別
の
約
定
が
な
い
限
り
民
法
・
商
法
の
規
定
の
補
充
的
適
用
が
あ
る
。

(
却
)
鳥
賀
陽
然
良
「
人
的
会
社
ノ
持
分
ニ
就
テ
」
商
法
研
究
第
二
巻
(
昭
和
一
一
年
)
六
六
頁
(
註
一
ニ
)
参
照
。

(
幻
)
竹
田
省
・
判
例
批
評
・
民
商
法
雑
誌
一
四
巻
六
号
七
三
頁
以
下
。

(
幻
)
同
説
、
赤
木
暁
・
判
例
研
究
・
法
学
志
林
・
三
七
巻
一

O
号
六
五
頁
。
株
金
分
割
払
込
時
代
の
未
払
込
株
金
に
つ
い
て
、
同
旨
、
大
隈
健
一
郎
・

判
例
研
究
・
法
学
論
叢
三
七
巻
五
号
一
四
七
頁
。

(
お
)
合
名
会
社
に
あ
っ
て
も
、
昭
和
二
二
年
改
正
前
に
は
、
同
趣
旨
の
「
会
社
ハ
損
失
ヲ
填
補
シ
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

得
ス
前
項
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
テ
配
当
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ノ
債
権
者
ハ
之
ヲ
返
還
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
昭
和
一
三
年
改
正
前
商
六
七

条
)
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
規
定
は
、
「
社
員
ノ
出
資
ノ
減
少
ハ
之
ヲ
以
テ
会
社
ノ
債
権
者
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
本
店
ノ
所

在
地
ニ
珍
テ
其
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
後
二
年
間
債
権
者
カ
之
ニ
対
シ
テ
異
議
ヲ
述
へ
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」
(
昭
和
一
三
年
改
正
前
商
六

六
条
)
の
規
定
と
と
も
に
、
合
名
会
社
に
お
い
て
は
総
社
員
が
会
社
債
権
者
に
対
し
て
無
限
の
責
任
を
負
う
か
ら
、
所
謂
内
部
関
係
に
す
ぎ
な
い

こ
れ
ら
に
つ
き
規
定
を
お
く
必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
従
来
六
六
条
、
六
七
条
が
一

O
六
条
に
よ
り
合
資
会
社
に
準
用
さ
れ
て
い
た

関
係
か
ら
、
新
た
に
合
資
会
社
に
つ
き
有
限
責
任
社
員
に
つ
き
、
一
五
七
条
二
項
、
一
五
八
条
の
規
定
を
お
く
必
要
を
生
じ
た
(
奥
野
健
一
他
・
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有
限
会
社
法
釈
義
(
昭
和
二
ハ
年
)
一
七
四
頁
以
下
、
二
五
一
頁
以
下
)
。

(M)
も
っ
と
も
、
竹
田
・
前
掲
(
註
(
幻
)
)
七
四
頁
は
、
「
払
込
時
期
到
来
前
の
出
資
義
務
は
、
団
体
法
の
支
配
に
服
し
、
多
数
決
主
義
に
よ
っ
て

変
更
し
得
る
に
反
し
、
払
込
時
期
到
来
後
の
出
資
義
務
は
、
団
体
法
の
支
配
を
脱
し
て
専
ら
個
人
法
の
支
配
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
多
数
決
で

変
更
の
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
:
:
:
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
履
行
期
到
来
前
の
も
の
の
変
更
が
全
員
の
合
意
ま
た
は
定
款
変
更
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
多
数
決
で
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
多
数
決
で
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
き
る
こ
と
が
定
款
に
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る

べ
き
で
あ
ろ
う
(
大
隈
健
一
郎
・
「
合
名
会
社
の
社
員
の
決
議
(
一
一
了
完
)
」
法
学
論
叢
三
八
巻
四
号
五
五
頁
以
下
)
。
ま
た
、
履
行
期
が
到
来
し
て

い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
定
款
の
変
更
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
で
減
少
す
る
こ
と
は
、
現
行
法
で
は
(
註
(
幻
)
参
照
)
、
た
と
え
ば
既
に
会
社
債

権
者
に
よ
る
差
押
が
あ
る
な
ど
の
事
情
が
な
い
以
上
、
可
能
で
あ
る
。

(
お
)
商
法
修
正
案
参
考
書
・
前
掲
(
註
(
時
)
)
二
九
頁
。
も
っ
と
も
、
旧
商
法
草
案
起
草
者
で
あ
る
レ

1
ス
ラ

l
は
、
社
員
が
任
意
に
自
ら
の
出
資

を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
会
社
に
弊
害
を
も
た
ら
さ
ず
、
信
義
則
に
従
い
理
性
あ
る
状
況
に
応
じ
て
な
ら
、
で
き
る
も
の
と
し
て
い
た

o
m
S包
巾
ア

開
口
公
司
ロ
ユ
巳
ロ
2
出
血
ロ
門
在
中
。
22Nσ
ロ
n
y
巾
印
宗
吋
』
白
匂
白
ロ

B
x
h
0
5
5
2
g
?
同-∞門凶・・

ω-NNH
・

(
却
)
抽
象
的
債
務
・
具
体
的
債
務
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
租
税
債
務
の
よ
う
に
、
憲
法
一
二

O
条
で
一
般
に
国
民
は
納
税
義
務
は
あ
る
が
、
具
体
的
な

納
税
義
務
の
存
否
・
範
囲
は
具
体
的
な
税
法
に
よ
っ
て
決
ま
る
(
憲
八
四
条
)
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

(
幻
)
大
判
明
治
三
八
・
四
・
一
五
民
録
一
一
輯
五

O
二
頁
、
大
判
明
治
三
九
・
六
・
二
八
民
録
一
二
輯
一

O
四
八
頁
、
大
判
大
正
五
・
五
・
一
民
録

二
二
輯
八
四
一
頁
、
大
判
昭
和
六
・
六
・
一
二
民
集
一

O
巻
四
二

O
頁
、
大
判
昭
和
六
・
七
・
一
五
新
報
二
六
四
号
九
頁
。
な
お
、
大
判
大
正
一

五
・
三
・
三
一
民
集
五
巻
二
三

O
頁。

(
却
)
も
っ
と
も
、
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
同
意
に
よ
る
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
な
く
て
も
本
来
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
譲
渡
、
差
押
の
対
象
と
な
っ
て
一
向
に
構
わ
な
い
も
の
で
あ
る
(
な
お
、
註
(
凹
)
、
註

(M)
参
照
)
。

社
員
(
組
合
員
)
の
会
社
(
組
合
)
へ
の
出
資
義
務
も
会
社
(
組
合
)
の
財
産
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
会
社
(
組
合
)
債
権
者
は

そ
れ
に
対
す
る
差
押
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
〈
m
f
z
z
R
r
・己目的閉山
R
Z
骨
三
)
因
。
・

ι
・
〉
己
中
(
呂
ロ
)
・

ω-HNH
一
ω
E豆
一
口
mq-

町内
m
w
K
2

巾
ア
穴
0
5
5巾ロ
E『
N
Z
B
∞
の
回

HN
・
〉
口
町
一
・
(
冨
∞
C
)

・
句
。
印
見
N
E
-
〈

m
-
-
r
g
q
-
E
R
F
2
・白・白・

0
・
(
註
(
日
)
)
、

2
8
〉
ロ
ヨ

由
.

(
却
)
前
掲
(
註
(
幻
)
)
大
判
大
正
五
・
五
・
一
、
大
判
昭
和
一

0
・
二
・
八
民
集
一
四
巻
四
九
頁
。
履
行
末
期
到
来
で
も
、

説
釜A
日間

一
般
に
は
社
員
が
出
資
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義
務
の
期
限
の
利
益
を
放
棄
し
て
相
殺
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
註
(
羽
)
前
段
参
照
。

(
却
)
前
掲
(
註
(
訂
)
)
大
判
・
明
治
三
九
・
六
・
二
八
。

(
幻
)
前
掲
(
註
(
幻
)
)
大
判
昭
和
六
・
六
・
二
一
。

(
勾
)
前
掲
(
註
(
却
)
)
大
判
昭
和
一

0
・
二
・
八
。

こ
の
判
決
に
対
す
る
通
説
の
立
場
か
ら
の
批
評
と
し
て
、
椎
津
盛
一
・
法
学
新
報
四
五
巻
七
号
一
四
八
頁
、
田
中
耕
太
郎
・
判
例
民
事
法
昭
和

一
0
年
度
一
九
頁
が
あ
る
。

(
お
)
奥
田
昌
道
・
注
釈
民
法
帥
(
昭
和
六
二
年
)
一
二
二
頁
参
照
。

実
定
法
上
社
団
法
人
と
さ
れ
て
い
な
い
組
合
も
事
業
を
な
す
団
体
で
あ
る
点
は
会
社
と
異
な
ら
な
い
(
な
を
、
註

(
8
)
第
二
段
落
参
照
)
。
団

体
性
の
実
質
的
内
容
が
、
昭
和
一

O
年
大
判
(
註
(
訂
)
)
の
判
示
す
る
「
会
社
ノ
資
本
ハ
必
ス
シ
モ
多
々
益
々
便
ナ
リ
ト
云
フ
可
カ
ラ
ス
」
に
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
組
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
の
な
い
組
合
員
の
出
資
義
務
も
、
抽
象
的
出
資

義
務
で
あ
り
あ
る
い
は
不
確
定
期
限
付
の
債
務
で
あ
り
、
共
に
組
合
の
業
務
執
行
と
し
て
の
催
告
・
請
求
に
よ
り
、
具
体
的
出
資
義
務
と
な
り
あ

る
い
は
履
行
期
の
到
来
と
な
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

組
合
の
場
合
に
は
民
法
債
権
法
理
の
一
般
原
則
に
よ
る
(
民
四
一
二
条
三
項
)
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
差
異
は
、
一
方
は
契
約
関
係
で
あ

る
の
に
た
い
し
他
方
は
社
団
法
人
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
(
本
稿
は
組
合
と
社
団
の
区
別
の
議
論

に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
区
別
が
あ
る
と
し
て
も
、
人
的
会
社
の
実
質
は
組
合
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
て
社
団
法
人
で
あ
る
か
ら
出
資
義
務
の
内
容
は
組
合
と
異
な
る
と
す
る
、
実
定
法
上
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
の
合
名
会
社
は
法
人
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
商
法
に
規
定
が
な
い
と
き
は
民
法
組
合
の
規
定
が
「
適
用
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
が

(20印

〉
Z
・N
図
。
∞
)
、
組
合
契
約
で
出
資
義
務
に
つ
き
期
限
の
定
め
の
な
い
と
き
は
、
給
付
の
時
期
が
定
め
ら
れ
ず
ま
た
諸
事
情
か
ら
認
定
で
き
な
い

と
き
は
債
権
者
は
直
ち
に
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
債
務
者
は
直
ち
に
給
付
を
即
時
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
叩
N

戸
〉
宮
・
H

∞
の
∞
の
適
用
が
あ
る
。

C
]
5
2
・
白
・
白
・

0
・
(
註
(
日
)
)
、
句
。
白
河
仏
Z
円

同

∞

(
制
)
も
っ
と
も
こ
の
判
決
(
昭
和
一

O
年
)
は
、
昭
和
一
三
年
商
法
改
正
前
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
は
会
社
の
設
立
登
記
は
第
三
者
対
抗
要
件
に

過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
登
記
を
も
っ
て
履
行
期
と
し
て
い
る
点
に
疑
間
も
な
く
は
な
い
(
竹
田
・
前
掲
(
註
(
幻
)
)
七
二
頁
参
照
。
「
少
ク
ト
モ

:
:
:
履
行
期
ハ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
)
。
現
行
法
(
商
五
七
条
)
に
こ
そ
適
合
す
る
解
釈
で
あ
ろ
う
。
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説

(
お
)
竹
田
・
前
掲
(
註
(
幻
)
)
七
三
頁
以
下
。

こ
の
説
が
、
出
資
義
務
は
具
体
的
な
債
務
で
あ
る
が
不
確
定
期
限
付
と
し
、
そ
の
時
期
は
専
ら
会
社
(
債
権
者
)
の
意
思
に
か
か
る
と
し
つ
つ
、

退
社
の
と
き
は
、
「
ま
だ
、
履
行
期
の
到
来
し
て
ゐ
な
い
出
資
義
務
は
永
久
に
履
行
期
が
到
来
せ
ず
消
滅
す
る
の
外
は
な
い
」
と
さ
れ
る
の
も
不
可

解
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
出
資
義
務
は
出
資
約
束
に
基
づ
く
定
款
の
記
載
と
い
う
、
社
員
資
格
の
取
得
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
会
社
の
債
権
と

し
て
成
立
し
て
お
り
、
履
行
期
を
到
来
さ
せ
る
と
い
う
会
社
の
業
務
執
行
に
あ
た
り
(
民
四
一
二
条
二
項
)
義
務
者
が
な
お
社
員
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

な
お
こ
の
説
で
は
、
ま
た
通
説
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
会
社
に
対
す
る
債
務
名
義
を
有
す
る
会
社
債
権
者
で
あ
っ
て
も
、
履
行
期
未
到
来
の
出

資
請
求
権
に
つ
い
て
、
社
員
に
対
し
直
ち
に
強
制
執
行
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
別
途
社
員
に
対
す
る
商
法
八

O
条
・
一
五
七
条
に
よ
る
債
務
名
義

を
獲
得
す
る
か
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
新
版
注
釈
会
社
法
川
二
九
七
頁
以
下
参
照
て
あ
る
い
は
債
権
者
代
位
権
(
民
四
二
三
条
)
を
行

使
し
て
社
員
の
出
資
義
務
の
履
行
期
を
到
来
さ
せ
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
も
う
一
度
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
西
本
辰
之
助
・
判
例
批
評
・
民
商
法
雑
誌
二
巻
一
号
九
六
頁
は
、
「
出
資
払
込
時
期
に
関
し
て
特
別
の
定
が
無
け
れ
ば
、
会
社
か
ら
は
何
時
に
で

も
請
求
し
う
る
が
、
社
員
か
ら
任
意
の
時
期
に
払
込
む
こ
と
を
得
な
い
」
と
さ
れ
る
。
同
旨
、
赤
木
・
前
掲
(
註
(
幻
)
)
六
八
頁
以
下
。
こ
の
説

で
は
、
会
社
債
権
者
は
何
時
で
も
会
社
の
出
資
請
求
権
を
差
押
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
社
員
は
任
意
に
弁
済
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ま
た
相

殺
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
幻
)
合
資
会
社
の
有
限
責
任
社
員
は
、
そ
の
引
受
け
た
出
資
を
会
社
に
履
行
し
た
範
囲
で
、
会
社
債
権
者
に
対
し
て
責
を
免
れ
る
が
(
商
一
五
七
条
)
、

会
社
債
権
者
か
ら
責
任
を
追
及
さ
れ
た
有
限
責
任
社
員
は
、
何
時
で
も
、
ま
た
敗
訴
判
決
の
後
で
も
、
会
社
に
出
資
を
履
行
し
て
そ
の
責
を
免
れ

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
際
に
会
社
が
受
領
を
拒
絶
し
た
と
き
は
、
供
託
す
る
こ
と
(
民
四
九
四
条
)
も
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
巧
包
克
己
古

河
の
河
関
。

5
5・
N

・
図
。
∞

-
N
・
〉
ロ
2

・
N-
∞己・

(
H
5
0
)

・

2
日
戸
〉

E
B
-
N
N
・
〈
包
・
・

ω門医
-
-
z
m
E
の

gk叫関
0
5
5
因
。
∞
・
品
・
〉
口
出
・
由
・

巴
r
E口
問
(
凶
器
叶
)
ム
弓
同
河
内
凶

Z
E
)
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社
債
権
者
に
商
法
一
五
七
条
の
責
任
を
履
行
し
た
と
き
は
、
有
限
責
任
社
員
の
出
資
義

務
も
消
滅
す
る
と
解
さ
れ
る
が
(
田
中
(
耕
)
・
前
掲
(
註

(
8
)

一
九
九
頁
、
実
方
正
雄
・
会
社
法
学
I
(
昭
和
二
四
年
)
一
一
九
頁
、
大
隈
健

一
郎
H
今
井
宏
・
新
版
会
社
法
論
上
巻
(
昭
和
五
五
年
)
一
二
九
頁
以
下
。
な
お
、
江
頭
憲
治
郎
・
新
版
注
釈
会
社
法

ω六
四

O
頁
)
、
相
手
方
が

真
の
会
社
債
権
者
で
な
か
っ
た
場
合
や
会
社
の
有
す
る
抗
弁
を
知
ら
ず
に
弁
済
し
た
場
合
(
商
八
一
条
・
一
四
七
条
)
は
、
直
ち
に
出
資
義
務
の

消
滅
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
有
限
責
任
社
員
の
会
社
へ
の
出
資
の
履
行
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主主ム

日間
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人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

そ
の
場
合
に
は
、
出
資
義
務
の
履
行
期
は
当
然
到
来
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
履
行
期
が
会
社
の
任
意
の
業
務
執
行
に
か
か
っ
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
有
限
責
任
社
員
の
地
位
は
危
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
(
大
橋
光
雄
・
判
例
研
究
・
法
学
論
叢
三
三
巻
一
号
一
七
二
頁
以
下
は
、

履
行
期
を
問
わ
ず
出
資
の
履
行
を
承
認
さ
れ
る
)
。

(
お
)
松
本
・
前
掲
(
註
(

4

)

)

商
法
判
例
批
評
録
三
四
七
頁
以
下
。

(
羽
)
合
名
会
社
は
、
労
務
、
信
用
の
み
で
成
立
さ
せ
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
鳥
賀
陽
然
良
「
出
資
義
務
ニ
就
テ
」
前
掲
(
註
(
却
)
)
一
三
四
頁
。

(ω)
松
本
・
前
掲
(
註
(

4

)

)

日
本
会
社
法
論
五
六
五
頁
以
下
、
古
瀬
村
・
前
掲
(
註
(

4

)

)

三
三
九
頁
以
下
、
お
よ
び
同
所
引
用
文
献
。

(
H
U
)

松
本
・
前
掲
(
註

(
4
)
)

日
本
会
社
法
論
五
一
二
頁
〔
註
二
〕
参
照
。

(
必
)
前
掲
(
註
(
凶
)
)
商
法
修
正
案
参
考
書
三
六
頁
。

(
日
)
前
掲
(
註

(
H
)
)
商
法
委
員
会
議
事
要
録
九
九
頁
。

(
仏
)
年
度
損
失
は
、
当
然
頭
割
り
に
よ
る

(
Z
N
O

図
。
∞
)
。

(必

)
E
n
z
q
Z
の円
OK同町内
O
B
B
-
図
。
∞
・
国
・
白
・

0
・
(
註
(
日
)
)
山
-
N
C

〉
ロ
ヨ

-
E
R
-
-
出
口
市
門
}
?
白
・
問
。
(
註
(
犯
)
)
、

ω
-
N
N
由
民
・
一

ECgm-
〉
-r刷巾ヨ巾
Z
R
叶何一一岳山田

σロ司間四巾ユ一
n
E巾ロ閉山巾
n
z
z
・
同
・
回
a
-
H
・
吋
巾
戸
同
)
同
巾
同
》
巾
「
由
。
ロ
巾
ロ
ぬ
巾
印
巾
己
閉
門
}
】
白
骨
(
冨
一
1
3
・∞

-
E叶内『・

∞
山
口
ヨ
σ同門町
-
U
Z門凶巾ロ

l
E
0
2
・
図
。
∞
-
N
A
山
・
〉
巴
町
一

(
H
h
v∞
印
)
咽

m
H
N
C
ω
)

〉
な
ど
に
よ
る
。

(
必
)
松
本
・
前
掲
(
註
(

4

)

)

日
本
会
社
法
論
五
一
一
頁
。

総
社
員
の
資
本
持
分
の
総
計
が
会
社
財
産
の
純
額
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
貸
借
対
照
表
に
社
内
留
保
や
公
然
の
準
備
金
お
よ
び
特
に
秘
密
準

備
金
の
存
在
が
な
く
、
財
産
の
帳
簿
価
額
が
正
当
な
価
格
で
あ
る
と
い
う
と
き
に
の
み
い
い
う
る
。
退
社
払
戻
し
の
と
き
は
会
社
の
正
当
な
価
値

に
お
け
る
持
分
価
格
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
解
散
・
清
算
の
場
合
は
清
算
換
価
の

段
階
で
こ
れ
ら
は
解
消
さ
れ
る
。

(
灯
)
た
と
え
ば
、
労
務
出
資
の
報
酬
を
一
定
額
と
し
、
そ
の
何
割
か
を
金
銭
出
資
に
振
替
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
定
款
の
定
め
、
ま
た
は
総
社
員
の

合
意
が
あ
れ
ば
別
で
あ
る
。
ぐ
包

-
-
E
R
Zユ
ロ
の

g、
穴
。
3
3
・
国
の
戸
田
・
国
・

0
・
(
註
(
臼
)
)
、

2
8
〉
ロ
ヨ
自
・

(
川
町
)
わ
が
国
の
法
律
上
の
規
制
は
、
ド
イ
ツ
法
が
法
律
上
予
定
す
る
変
動
的
資
本
持
分
制
(
〈
常
山
口
骨

E
n
y
q
同
喜
一

E
E
E巳
]
)
に
対
し
て
当
事
者

が
特
約
を
も
っ
て
定
め
る
固
定
資
本
持
分
制
(
な

2
2
穴
白
立

S
E
E巾
ニ
)
に
近
い
と
い
え
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ
法
で
は
利
益
分
配
が
資
本
持
分
を

増
加
さ
せ
、
金
銭
取
去
権
が
そ
れ
を
減
少
さ
せ
る
の
を
原
則
と
し
て
い
る
た
め
、
固
定
資
本
持
分
性
を
と
っ
て
も
、
第
二
の
資
本
持
分
勘
定
を
設

北法39(5-6・10129) 1369 



説

定
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
考
え
易
い
た
め
、
同
一
と
は
勿
論
い
え
な
い
。
註
(
時
)
の
文
献
を
参
照
。

(ω)
会
社
の
解
散
を
原
則
と
し
、
退
社
を
会
社
契
約
に
そ
の
定
め
あ
る
と
き
な
ど
の
例
外
の
場
合
と
す
る
の
は
、
ロ
ー
マ
法
の
影
響
の
下
に
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
律
で
は
一
般
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
旧
商
法
の
レ
1

ス
ラ

l
草
案
以
来
(
河
O
巾
包
巾
ア
白
・
出
・

0
・
(
註
(
お
)
)
、

ω・
N

呂

町
内
・
)
逆
に
、
会
社
契
約
に
解
散
す
る
旨
の
別
投
の
定
め
が
な
い
以
上
、
退
社
事
由
の
あ
る
者
だ
け
の
退
社
を
認
め
て
お
り
、
英
断
で
あ
る
と
評
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
梅
・
前
掲
(
註
(

H

)

)

五
二
四
頁
)
。

(
印
)
会
社
清
算
の
場
合
は
、
も
っ
ぱ
ら
資
本
持
分
に
よ
っ
て
、
会
社
債
務
の
弁
済
後
の
残
余
財
産
は
分
配
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
社
員
の
出
資
の
返
還

は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
退
社
の
場
合
に
も
退
社
員
へ
の
出
資
の
返
還
は
、
物
の
使
用
の
み
を
出
資
し
た
場
合
を
除
き
、
問
題
と
な
ら
な

い
。
国
ロ

2-f
白・田・

0
・
(
註
(
却
)
)
、

ω
・
念
。
・
巴
町
・

(日

)
ω
S己門出口
mRa同
内
巾
豆
巾
『
・
穴
O
B
B
-
Nロ
ヨ
∞
の
∞
-
H
C
¥
己
〉
己
巴
・
・
ロ
・
∞
【
凶
・
・
品
-

H
，
巾
円
}
(
冨
吋
印
)
・
間
吋
ω
∞
〉
ロ
ヨ
-
H
H

一
己
}
5
2
Z

。

gk同開。
5
5
・白・白・

0
・
(
註
(
臼
)
)
、

2
8
〉
ロ
ヨ

-
B
一
ω円
冨
巾
官

5
2
m
q
の巾
E
R
-
-ハ
0
5
5
2同国司
N

ロ
E
Zの
∞
・
品
・
〉
C
D
・-
M

∞己・

(
S
E
)
ム
ロ
∞
H
N
2
4
「
-
N
N

一
巧
包
胃
2

5
河
の
閉
山
貝
o
g
B
-
N
・
図
。
∞
-
N
-

〉口出・
-
N
-

∞
己
・
(
巴
印
。
)
・

2ω
∞
〉
ロ
5
・
2

一
ヨ
ロ
ヨ
タ
出
・
出
・

0
・
(
註
(
日
制
)
)
、

ω・
5
∞
『
・
一
回

5
n
F
白・白・

0

(
註
(
羽
)
)
、

ω・
品
目
・
〉

-
p・
4

司
庄
田
口
P
司
自
己
巾

E
R
E
-
一
切
巳
・

(ENH)
・
ω

吋

N
H
・

(
臼
)
も
っ
と
も
、
会
社
清
算
の
場
合
に
、
清
算
貸
借
対
照
表
と
、
会
社
解
散
直
前
の
最
終
年
度
決
算
貸
借
対
照
表
と
を
比
較
し
て
、
清
算
利
益
を
生

じ
た
分
を
、

m
H
N
H

図
。
切
に
拠
っ
て
各
社
員
の
資
本
持
分
に
加
え
、
残
余
を
、
そ
の
資
本
持
分
に
従
っ
て
分
配
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
退
社
員
へ

の
払
戻
し
に
際
し
て
、
根
拠
条
文
を
閉
口
品
切
の
切
と
す
る
か
、
間
同
臼

KHz-
】
図
。
∞
と
す
る
か
で
、
差
異
は
生
じ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
会
社

へ
履
行
済
の
財
産
出
資
は
資
本
持
分
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
出
資
を
返
還
し
次
い
で
利
益
配
分
の
基
準
に
よ
っ
て
会

社
の
純
資
産
を
分
配
す
る
と
い
う
こ
と
(
民
法
組
合
の
や
り
か
た
)
は
、
返
還
前
の
出
資
を
含
め
た
会
社
の
純
資
産
を
資
本
持
分
に
よ
っ
て
利
益

配
分
の
基
準
で
分
配
す
る
こ
と
(
人
的
会
社
の
や
り
方
)
と
異
な
ら
な
い
。
〈

m---
〈・

0
0
e
p

』ヨ
5
8・ω
日

HN一
一
回

5
n
F
白・出・

0
・

(
註
(
却
)
)
、

ω・
仏
印
印
司
口
、
ロ
。

z
s
z
E
ω
・
臼

ω
『・

論

北法39(5-6・卜130)1370



結
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

ω
社
員
の
出
資
義
務
に
つ
い
て
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
に
よ
る
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ
れ
は
期
限
の
定
め
の

な
い
債
務
(
民
四
一
二
条
三
項
)
で
あ
り
、
会
社
成
立
の
時
(
登
記
の
時
、
商
五
七
条
)
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
退
社
に
よ
り
も
は
や
履
行

を
要
し
な
く
な
る
よ
う
な
社
員
の
地
位
と
終
始
す
る
財
産
出
資
義
務
(
通
説
の
い
う
抽
象
的
出
資
義
務
)
を
認
め
、
ま
た
は
会
社
の
業
務
執

行
た
る
請
求
・
催
告
に
よ
り
履
行
期
・
弁
済
期
を
到
来
さ
せ
る
不
確
定
期
限
付
の
出
資
義
務
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め

人的会社社員の出資義務と退社員の持分払戻

に
は
定
款
の
定
め
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
。

ω
退
社
員
へ
の
持
分
払
戻
し
に
つ
い
て
は

①
 
財
産
出
資
に
つ
き
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
に
よ
る
履
行
期
・
弁
済
期
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
退
社
ま
で
に
会
社
か
ら
の
請
求
(
催

告
)
が
な
く
と
も
、
退
社
員
は
定
款
記
載
の
額
(
商
六
三
条
五
号
・
一
四
八
条
)
を
基
礎
と
し
た
持
分
の
払
戻
を
請
求
で
き
る
。
会
社
の
請

求
は
、
社
員
を
出
資
義
務
に
つ
き
遅
滞
に
付
す
る
効
果
(
民
四
一
二
条
三
項
)
を
有
す
る
だ
け
で
あ
る
。

② 

労
務
・
信
用
の
み
を
出
資
し
た
者
も
、
退
社
の
場
合
に
は
、
定
款
ま
た
は
総
社
員
の
合
意
に
よ
る
別
段
の
定
め
が
な
け
れ
ば
、
定
款
記

載
の
出
資
の
評
価
の
標
準
(
商
六
三
条
五
号
・
一
四
八
条
)
に
よ
る
持
分
の
払
戻
を
請
求
で
き
る
。

右
の
考
え
方
に
対
し
て
は
(
特
に

ωお
よ
び

ω①
に
対
し
て
)
「
か
く
解
す
る
と
き
は
、
合
名
会
社
の
社
員
は
全
員
が
会
社
債
務
に
つ
き
人

的
無
限
責
任
を
負
担
し
、
そ
の
限
り
に
訟
い
て
企
業
の
経
営
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
持
分
の
分
配
は
頭
数
に
よ
り
平
等
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
〔
各
社
員
の
持
分
は
平
等
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
H
筆
者
〕
、
例
え
ば
損
失
の
分
配
に
つ
き
法
が
持
分
の
価
額
に
よ

ら
し
め
て
ゐ
る
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
会
社
の
対
外
関
係
に
お
い
て
全
員
が
無
限
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説

責
任
を
負
う
こ
と
と
、
会
社
の
対
内
関
係
に
お
い
て
、
損
益
の
分
配
が
平
等
で
あ
る
こ
と
な
ら
び
に
会
社
財
産
に
対
す
る
持
分
(
観
念
的
割

前
)
が
平
等
で
あ
る
こ
と
と
は
、
論
理
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
な
い
。
単
に
立
法
政
策
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
合
名
会

社
を
対
外
的
存
在
と
し
て
法
認
す
る
た
め
に
は
、
対
外
関
係
に
お
け
る
無
限
責
任
を
強
行
法
と
し
て
定
め
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
対

内
関
係
は
社
員
の
契
約
自
由
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
(
商
六
八
条
・
一
四
七
条
)
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
務
・
信
用
の
出
資
の
評
価
の
標
準

を
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
財
産
出
資
の
価
格
と
の
関
係
に
お
け
る
、
労
務
・
信
用
出
資
者
の
持
分
を
示
し
、
そ
れ

に
よ
り
、
損
益
分
配
、
持
分
の
払
戻
、
残
余
財
産
の
分
配
に
お
け
る
基
準
と
す
る
こ
と
以
外
に
、
意
義
を
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
損
益
分

配
、
残
余
財
産
の
分
配
に
お
け
る
出
資
の
「
額
」
(
商
六
八
条
・
一
四
七
条
、
民
六
七
四
条
・
六
八
八
条
二
項
)
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
定
款
、
総

社
員
の
合
意
に
よ
る
定
め
が
な
い
限
り
、
労
務
・
信
用
の
出
資
者
は
利
益
の
配
当
に
与
れ
ず
、
残
余
財
産
の
分
配
も
受
け
得
な
い
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
出
資
そ
の
他
の
組
合
財
産
は
総
組
合
員
の
共
有
に
属
す
る
と
す
る
規
定
(
民
六
六
八
条
)
の
無
視
で
あ
る
。

出
資
の
「
額
」
に
こ
だ
わ
る
と
、
右

ω②
の
結
論
に
反
対
し
て
、
労
務
・
信
用
出
資
の
社
員
の
退
社
の
場
合
に
は
、
会
社
の
純
財
産
額
が
財

産
出
資
総
額
を
上
回
る
額
に
つ
い
て
だ
け
持
分
の
払
戻
(
一
体
ど
う
い
う
割
合
で
?
)
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
説
を
導
き
易
い
の
で
あ
ろ
う
。

5命

(
臼
)
石
井
照
久
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
五
年
度
四
七
九
頁
。
同
旨
竹
田
省
・
判
例
批
評
・
民
商
法
雑
誌
一
三
巻
五
号
一
二
四
頁
。
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Beitragspflicht und Abfindungsanspruch des OHG-

und KGGesel1schafters 

Ryuji OHTSUKA' 

Die japanische OHG und KG sind die juristische Person (3354Abs. 1HGB) . 

Auf dem inn巴renRechtsverhaltnes der Gesellschaft finden die Vorschriften des 

2ivil Gesetzbuches uber die Gesellschaft entsprechende Anwendung， soweit nicht 

im HGB und in der Satzung der Gesellschaft (d. h. im Gesellschaftsvertrag) ein 

anderes vorgeschrieben ist (3~6B ， 147HGB). Nach 66B2GB sind die Gesells-

chafter die Miteigentumer der Beitrage und sonstiges Gesellschaftsvermδgens. 

Die Beitrage aller Gesellschafter mussen in der Satzung derart bestimmt sein， daβ 

die Hohe der Vermogensbeitrage und das Maβder Wertung der Dienstleistungs-

oder Kreditleistungsbeitrage mitgeteilt werden (3363Nr5， 148HGB). Diese Hδhe 

und Maβsind， wenn nichts anderes bestimmt ist， fur die Gewinn-und 

Verlustverteilung， Auseinandersetzung und Abfindung maβgebend (3368， B9， 

131， 147HGB， 674， 681， 688Abs. 2BGB). Beim Ausscheiden kann der Aus-

shceidende seinen Anteil am Gesellschaftsvermδgen von der Gesellschaft zuruck-

verlangen <3389， 147， 68HGB， 6812GB. Abfindungsanspruch). 
N ach h. L. ， wenn die Leistungszeit des Vermogensbeitrages satzungsmaβig 

oder unter Gesellschafter einstimmig nicht bestimmt war und der Vermogens. 

beitrag von der Gesselschaft nicht verlangt wurde， kann der vermogensbeitrag. 

sverpflichtete Ausscheidende keinen Abfindungsanspruch haben. Dies folgt auch 

die Oberstgerichtsentscheidung (22. J an. 1987). Auch es meinen die h. L.， daβ 

dienst-oder kreditleistungsverpflichtete Ausscheidende nur den Uberschuβdes 

uber den erfullten Vermogensbeitrage Gesellschaftsvermogens teilnehmen kann. 

Gegen die h. L. ， die vielIeicht unter miβglUcklichem Einfluβdes eigent!im-

Iich deutschen Kapitalanteil der personen Gesellschaft stehen mogen， soll man 

annehmen， daβder Ausscheidende nach seinem Anteil am Gesellschaftsver. 

mogen， der in der Satzung als Hohe oder Mass des Beitrages vorgeschrieben ist， 

die Abfindung erteilt werden. Denn japanisches HGB kennt keinen Kapitalanteil 

und der Anteil des Personengesellschafters ist durchaus der Geschaftsanteil. 

'Professor an der Universitat Hokkaido 
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